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対
象
の
例
示
.

_

ニ
思
想
史
.の
三
類
型
の
区
分
と
踪

合

 

、

.

三
.
思
想
の
概
念
:

'

四

.方
法
-®
念
た
る
.『

国
家
の
思
想』
.

.

.

'㈠

.間
題
の
所
在
.

,

ノ 
㈡

「

制
度
に
お
け
る
精
神」

㈢

総
括
と
展
望 

H

方
法
概
念「

そ
の
も
の」

1

対
象
の

例

示

_ 

.

そ
の
第
一
がI

I

-

i

史i

すt

i

l

。
しt

l

、
謙

獲

、
第
一
の
響
答
え
る
過

程
を
介
し
て
第
二
の
問
い
に
近
、つ
く
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
さ
い
後
者
の
論
題
に
つ
い
て
語
り
得
る
も
の
で
も
な
く
自
ら
語
る
べ
き
で
も
な 

い
。
そ
れ
ゆ
え
に
序
章
の
展
開
の
た
め
に
は
、
差
し
当
り
ロ
.シ
ア
現
代
史
の
研
究
者
に
よ
る
左
の
如
き
評
言
を
引
く
こ
と
を
も
っ
.て
論
議
の
緒
と 

な
す
に
た
：り
る
。

す
な
わ
ち
£
 
•H.

ヵ
ー
に
.よ
れ
ば
、
歴
史
と
は
過
去
と
未
来
と
の
対
話
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
対
話
が
行
わ
れ
る
場
と
な
る
現
在
は「

過
去

と
未
来
と
を
わ
か
つ
仮
想
の
一
線

.
に
す
ぎ
な
い」

。

か
く
し
て
現
代
史
は
過
去
の
世
界
か
ら
未
来
の
世
界
へ
の
経
過
点
を
.い
み
じ
、

世
？
史

に
お
け
る
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
べ
の
移
行
期
と
し
て
の
、.
あ
る
い
は
同
じ
事
で
あ
る
が
世
界
史
的
規
模
に
お
け
る
体
制
的
移

行
期

と

し

て
 

の
、
全
般
的
危
機
の
時
代
に
道
を
開
い
た
歴
史
的
_
件
の
叙
述
に
端
を
発
す
る
。
同
氏
の
史
書
に
照
し
て
観
れ
ば
、
こ
の
歴
史
的
事
件
へ
の
直
接 

的

参

与

に

.
さ
い
し
レ
ー
ー
一

.ン
の
な
し
た
、
.最
初Q.

演
説
の
最
後
の11ー

{ロ
葉
が
右
.の
よ
ぅ
な
時
代
認
識
の
出
立
過
程
を
示
し
て
；い
る
。
.と
は
い
え 

史
的
V
思
想
史
的
に
か
か
る
時
代
認
識
の
成
立
時
点
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、

I

九
一
六
年
に
お
け
る
レ
ー
-
ン

『

帝
国
主
義
論』

、

正
し
く
云
え 

ば

『

資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
じ
て
め
帝
国
主
義』

，の
成
立
の
時
点
で
あ
ろ
ぅ
。
し
か
し
な
が
ら
、
.『

帝
国
主
義
論』

の
形
成
と
展
開
の
歴
史 

=̂
返
1,
の
^̂̂

に
着
^.
す
る
や
.，>
な
や
..

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
過
程
の
思
想
史
的
...

学

説
^ '
.

な

側

面

にひ
き
こ
ま
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
学
説
史
的
に 

み
て
も
、「

帝
国
主
義」

と
翌
一
七
年
の「

国
家
独
占
資
本
主
義」

の
理
論
に
か
ん
す
る
問
題
の
提
起
は
分
離
さ
れ
が
た
い
。

の
み
な
ら
ず
対
象 

を
思
想
史
的
に
考
察
す
る
な
.ら
ば
、『

帝
国
主
義』

に
お
け
る
経
済
学
説
と『

国
家
と
革
命』

に
お
け
る
政
治
の
原
則
は
、
相
乗
的
に
形
成
さ
れ
た 

不
可
分
の
思
想
を
な
す
ば
か
り
で
な
く
、
十
月
革
命
の
前
夜
に「

国
独
資
論」

.
，へ
融
合
せ
ら
れ
て
！
^
.
思
想
の
ニ
つ
の
領
域
に
生
じ
た
成
果
と
し 

て
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
本
稿
の
展
開
の
.た
め
に
も
、
ま
.ず
は
レ
ー
ラ
ン
に
よ
る
国
独
資
論
提
起
の
思
想
史
的
含
意
を
解
明
す
る
こ
と
が
必 

要
な
の
で
あ
る
。
：す
な
わ
ち
レー

一！
ン
は
国
独
資
論
に
お
い
て
、
帝
国
主
義
が
社
会
主
義
革
命
の
前
夜
で
あ
る
と
い
ぅ
命
題
の
一
国
別
的
適(

m
を 

は
た
す
べ
く
、
.国
家
資
本
主
義
的
独
占
が
ま
さ
し
く
後
進
国
家
に
お
い
て
も
、
社
会
主
義
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
た
の
で
.あ
る
が
、
そ
,. 

の
さ
い
に
農
の
経
済
的
発
展
の
後
進
的
特
質
を
確
認
し
な
が
ら%

)
、

他
面
そ
の「

国
家
独
占
资
本
主
義」

へ
の
転
化
を
立
証
せ
ん
と
努
力
し
、
 

ロ
本
.近
代
礼
会
経
済
思
乳
史
研
究
の
方
法
と
対
象
に
か
ん
す
る
蓝
干
の
考
察
(-
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と
l

i

i

み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
着

の

実
B

 

n

i

l

 

、

の
国
$

資
論
が
展
開
さ
れ
た
意
味
あ
い
は
、
ま
さ
に
そ

^

が
、
帝
国
主
^
ト
1
3卜̂

>

 

K
 -

 

a
- 

;

i

i

f

客
観
的
な 
I

f

 得 

^

こ
^

i
r

 

合
せ
る
屋
の
契
機
は
既
に
政
治
の
次
元
に
在
る
。
総
じ
て
云
え
ギ
国
家
撞
力
と
し
て
奪 

パ

H

 

i

も
と
に
お
い
て
は
、
国
家
独
占
も
社
会
主
義
の
た
め
の
準
備
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
こ
ょ
>

て)

、

レ
一
一

の
で
t

そ
I

崖

の

I

I

独
資
I

I

I

M

a

G

U

U

U
 

た
え
ん
と
し
た 

I

I

そ
l

i

l

内
i

f

れ
1

1

I
 

i

l

響

し

て

の

国

独 

へ
と
波
及
す
る
上
記
の
場
合
は
、
政

治

墨

こ

|

量

|

气

t

 

つ
の
&
F
I

し
て
の
経
済
思
想
の
影
響
が
政
治
の
篇 

ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
本
章
に
お
/
て
例
示
"
ら
”

一
K

め
る
政
治
の
思
想
と
相
互
規
定
的
な
前
者
の
解
明
へ
と
向
か
わ 

へ
の
移
行
を
I

す
る
I

勢
力
に
た
い
し
階
級
意
I

靈

乍

用
；
;

研
究
が
要
請
せ
ら
れ
I

い
に
も
、
社
会
主
義 

す
る
政
治
還
と
し
て
の
民
奎
義
の
|

原
| 

I
 

な
い
し
は
社
会
主
義
へ
の
移
行
を
実
現 

れ
ら
の
社
会
的
議
へ
.の
構
造
I

I

、

しr

は

I

l

f

 |

造
の
相
関
と
、
そ 

以
上
、
ひ
と
つ
の
意
I

f

し
て
p

u

l

 

>

 

と
政
产
思
I

作
用
関
連
の
全
体
構
造
の
把
握
な
し
に
は
問
題
が
解

決

さ

れ

え
ぬ 

題

は

、

か

く

し

て

狭

義

い

し

i

p

l

§

i

 
1

課

I

の
外
枠
裏
き
破
る
I

l

f

れ
： :

む

伝

^

養

f

、
I

史
的
I

を
囲
ぃ
込

思
想
史
の
研
究
が
生
じ
得
る
、そ
の

I

を
I

レ
こ

し

i
'
(
s
)

 

/

力
を
ル
う
と
レ
う

方
法
上
の
自
覚
に
拠
り
立
つ
鼻
的
な

を
I

し

金

山
I

の

蠢

史

論
I

明
か
§

定
さ
れ
f

l

f

ま
れ
f

f

ら
れ
る
。

(

1

)
E. 

H. 

Carr, 

W
h
a
t

 

is 

H
i
s
t
o
r
y
?

p

£

p

S
5

1) 

p. 

1

0

2.

(

2)

 

「

.
よ
し
そ
れ
が
今
日
ま
た
は
明
日
で
な
く
と
も
、

欧
米
帝
国
主
義
全
体
が
う
ち
く
だ
か
れ
る
と
き
が
く
る
で
あ
ろ
う
。

君
達
に
よ
り
達
戎
さ
れ
た
ロ

シ
ア
の
革
命
が
こ
と
の
始
り
で
新
し
い
時
代
を
ひ
ら
い
た
の
だ
。
全
世
界
に
わ
た
る
社
会
主
義
革
命
万
歳
。」

(

目

Carr, 

A

 

History of Soviet 

R

l

* 

v
o
l
.
I

 

(London. 

1954) 

p. 

78.)

(

3

『

資
本
主
義
の
最
高
.の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
I

平
易
な
概
説—

』
(

一.九
一
六
ニ
丄
ハ)

に
よ
れ
ば
、

「

帝
国
主
義
は
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
丨
ト 

の
上
層
部
を
買
収
す
る
経
済
的
可
能
性
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
和
見
主
義
を
雲
し
、
形
成
し
、
強
固
に
し
て
い
る
。」

(

邦
訳
レ
I 
ニ
ン
全 

集
第
二
-
^
-ニ
卷
32
頁

)

と
さ
れ
る
訳
で
あ
る
が
、「

労
働
運
動
の
一
時
的
腐
敗
を
生
み
だ
す
と
い
う
帝
国
主
義
の
傾
向
が
、
ィ
ギ
リ
ス
で
は
、

■

卜
^
1»-
紀
卞
小 

ら
二
十
世
紀
初
め
に
か
け
て
よ
り
も
は
る
か
以
前
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と」
(

周

上

賢

。)

に
た
い
し
て
特
に
注
豪
払
わ
れ
て
い
る
。

(

4)
『

さ
し
.せ

ま

る

驚

』
(

一
九
一
七
•
九)

な
ど
S

る
提
言
が
な
さ
れ
た
と
い
う
の
も
、「

ロ
シ
ア
が
他
国
よ
り
も
お
く
れ
て
い
る
こ
と
、…

…

P

こ 

め
、
丨

••他
の
国
々
に
さ
き
が
け
て
、
•本
命
が
勃
発
し
た」

(『

さ
し
せ
ま
る
破
局
、
そ
れ
と
ど
.う
た
た
.か
う
か』

邦
訳
レ
I
ニ
ン
全
集
第
二
十

五

巻

賢

。)

か 

ら
で
あ
り
そ
の
た
め
に「

わ
れ
わ
れ
は
社
会
主
義
を
行
う
I

に
成
熟
し
て
お
ら
ず
、
社
会
主
義
を『

導
入
す
る』

の
は
時
期
が
早
す
ぎ」

(

同
上5S

頁
。) 

る
と
V

論
議
が
横
行
し
こ
れ
を
讓
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

. 

3

(

5)

-『

さ
し
せ
ま
る
驚』

(

一
九
一
：七

•
九)

が
執
筆
さ
れ
た
そ
の
同
じ
月
に
S

家
と
革
命』

(

一
九
一
七
•
八〜

九)

の
稿
が
成
り
、P

国
家
と
革
命』

の「

第

一
版
序
又」

(

一
プ
一
七
•
八)

に

で

て

は

既

に「

国
家
独
占
資
本
主
義」

の
語
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、『

謹

と

本

命』

の

執

筆

嘴

ま

、

二
月
i

f
の
二
ハ
年
後
半
、
す
な
わ
ち
、『

帝
国
主
義
論』

(

一
九
二
ハ
.-.
六)

成
稿
以
後
の
約
半
年
間
に
着
手
さ
れ
且
つ
殆
ん
ど
完
成
さ
れ
て

い

た

と

、

っ 

れ
る
。
 

,

广3

「

塞
主
義
が
社
会
主
輩
命
の
前
夜
で
あ
る」

と
い
う
表
現
そ
れ
じ
た
い
は「

序
文」

(

.一
九
一
七
.&

に
み
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
を 

れ

が『

霞

塞

論

』

0
最
後
の
言
葉
を
な
す
こ
と
は
敢
え
て
説
明
す
る
に
も
及
ば
-ぬ
事
柄
で
あ
ろ
う
。『

さ
し
せ
ま
る
破
局』

の
文
中
に
み
，S

る
顏
”

 

章
句
は「

帝
塑
薩
争
が
社
童
義
年
命
の
前
夜
で
あ
る」

と
主
張
す
る
が
、

「…
…

こ
れ
は
、
戦
♦
が
そ
の
惨
禍
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
S

起
を
生
. 

み
た
す
か
ら
だ
け
で
は
な
く
-

―

も
し
社
会
主
義
が
経
済
的
に
成
熟
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
蜂
起
も
社
会
產
を
生
み
だ
し
は
し
な
、，
で
あ

 ̂

う
I

、
国
家
独
占
資
本
主
,

も
っ
と
も
完
全
な
物
質
的
準
備
で
あ
り
、
社
室
義
の
入
口
で
あ
り
、

れ
と
社
会
主
義
と
名
づ
け 

ら
れ
る
一
段
の
あ
レ
た
に
は
と
ん
な
中
間
的
段
階
も
な
い
よ
う
な
歴
史
の
階
段
の
一
段
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」

(

邦
訳
レ
丨
ニ
ン
全
集
38
6

頁
。)

そ
し
て
、「

ロ 

k
ア
で
_も
や
は
り
資
本
主
義
は
独
占
資
本
主
g

な
っ
た
と
い
5

」

と
に
つ
い
て
は
、
：
••：
砂
糖
シ
ン
ジ
T

ト
そ
の
他
が
、
こ
れ
を
十
分
I

ら
か
こ
I

 

•こ
の
同
じ
砂
紙
シ
ン
、シ
ヶ
丨
ト
は
、
独
占
資
本
主
義
が
国
家
独
占
資
本
主
義
に
成
長
転
化
し
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
し
め
し
て
い
る
。

日
本
近
代
社
会
経
済
思
想
史
研
究
の
方
法
と
対
象
に
か
ん
す
る
若
干
の
考
察
H 

b
.
L 

( |

四gf

三)



d

、
讓

と

I

f

.

そ
れ
は
、
.
•畜
階
級
の
組
織
f

、
'
■…

も
っ
と
簡
単
、
'
i

、
5

、
. 

i

八

〇

(

一
四
四
四) 

f
本
家
の
羽
澗
に
た
い
す
る
犀
事
的
保
護
で
あ
る
。」 

む

ぅ

。
：(

同

上

甲

_

も

I

 

: 

:

n

、l

階
級
に
た
い
す
i

l

役
、

J

I

I

V

,

 !

!

、

は
、
着
主
義
を
物
質
的
I

産
的
にr

導
入』

す
る
準
備
の
f

に

か

家

バ

主

4

^

と

0 1
ぅ
点
に
か
け
て
は
、
文
化
の
高
さ
の
点
に
か
け
て 

(『
「

左
翼
的」

I

戯
と
小
f

ジ
ョ
ア
性
と
に
つ
い
て』

蔡

レ

，

“一
ノ
全
ト
%

い
、
,
ノ
の
も
っ
と
も
お
く
れ
た
層

ょ

り

t

<>
を

？

」 

税
に
つ
い
て』

：

(

一
九
二
二 

•
.四)

'
の
同
文
も

参

照

さ

れ

た
し
。
.:
.
*
.
, 

.

. 
-

f
頁

)

し
力
も
こ
れ
が
ー
九一

八
年
以
後
の
こ

と

で

あ

る

。

同

著

者

、

食

糧

^

を

一

 

す
l

i

l

を
1

破
壊
す
る
国
家
、
も

っ

と

も

完

含 

本
主
義
が
、
不
可
避
的
I

会
主
義
に
む
か
っ
て
の一

歩
あ
る
い
^

^

は
，
^

l

np
'
的
民
主
主
義
的
な
国
家
の
も
と
で
は
、
国
家
独

占
体
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、…

そ

れ

鐘

家(

す
•な
わ
：
$

f

 

i

f

 

は
め
に
働
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
そ
れ
が
履
独 

業
全
体
を
指
導
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
|

ズ

の

利

^
-の
た
^
じ」

ヵ
* 

f

.
レ

厂

.
人
民
の
、
.第
一
に
労
働
者
と
農
民
の
武
装
組
織)

が
、
こ
の
企

I

と
に
^

 

' 

U

:

1

.
の
n

、
f

的
民
主
唐
国
家
で
は
な
く
て
、
反
動
的
I

的

簾

、
帝
国
羞
的
共
和
国
と
、

I

ま
る
破

中

重

専

政

l

、i

巧

^

^

.

れ

類

似

し

た

思

想

史

的

状

況

n

丸岩年末

)

、すな
ゎち

帝
国
羞

f

の
描 

(

o

t

們的任
務

』
(

I

嘉

I

四卷所
載。

)

r

等を先
ず

.参ても読者の注意を促したい。霖として鐘し当り

 

『
S

前形勢
和
 

(

1

)

丸山豪

「

思想史の考え方についてー辑

M

 

.
パ 

頁
。)

その善な論点
にっ.
'
いては

以
下
に
紹

介

す

類

る

里

ホ

，
I

I

」
(

武

田

清

子

編

『

思

想

史

の

方

法

と

対

象

丨

R
本

と

毘J

 

3〜

泊

ニ
思
想
史
の
三
類
型
の
区
分
と
綜
合 

丸
は
教
授
の
思
想
史
論
に
よ
れ
ば
在
来
の
思
想
史
は
対
象
に
基

き

下

記

の

議

型

に

区

分

せ

ら

れ

(

^

す
な
わ
ち
そ
の
第
一
の
類
型
が
教
説
の
歴
史
な
の
で
あ
っ
て
、_
こ
れ
は
比
較
的
に
抽
.象
度
の
高
い
教
義
史
や
学
説
史

を

さ

し

、

第
二
の
類
i

 

1

の—

产
の
歴
史
と
よ
は
れ
る
力
そ
れ
は
比
較
的
に
抽
象
度
の
低
い
諸
観
念
の
発
震
で
あ
る
。
第
二
類
型
が
特
定
観
念
の
、
論

I

 

造
な
い
し
は
社
会
續
に
お
け
る
繼
の
撒
態
の
発
展
を
追
求
す
る
の
に
た
い
し
て
、
第
三
の
證
は
特
定
の
.
時
代
の
、
上
I

客

お
け
る
I

I

麗

s

f
 I

f

。
そ
の
ば
あ
い
、
證

の

類

變

「

イ
デ
ォ
f

」

i

f

研〗

を 

含

め

.第
二
靈
に
お
い
.'て
特
定
観
念
を
に
な
ぅ「

ト
f

f

」

の
究
明
が
課
題
と
さ
.れ%

)

点
.よ
り
み
一
て
、

丸

山

教

授

の

い

わ

ゆ

る

第

二

類 

型
と
第
辰
型
の
墨
史
家
な
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ポ
ス
ト
•

ヴH
、

パ
リ
ァ
ン
あ
る
い
は
ポ
ス
ト
•
マ
ル
ク
シ
ァ
ン
で
あ
る
，と
看

做

す

こ
 

あ

ろ

力

し

-̂
力
ら
教
授
自
身
は
右
の
ニ
人
の「

経
済」

学
者

を「

括
弧)」

に
容
れ
、
蠢
史
研
究
の
先
駆
的
業
镇
を
デ
イ 

一 n

 

I

る
か
の
如
く
で
あ
る
。
.そ
の
流
れ
は
二
つ
に
分
れ
て
、
第
一
ー
類
型
と
さ
れ
る
マ
イ
ネ
ッ
ケ(

F
.
M
e
i
l
)

と 

I

I

に
あ
た
る
マ
ン
ハ
イ
ム(

K
M

I
)

に
い
た
る
と
い
わ
れ
%

マ
.ン
■ハ
イ
ム(

_
〜
1
9
4
7
)

と
デ
イ
ル
.タ

イ

碧

〜

 

1
9
U
)

の正
.
， -

u

も
の
1

代
に
属
し
' 

マ
イ
ネ
ッ
ケ

(1862〜
1
9
5
4
)

と
同
世
代
人
の
ヴ
r
v
l 

(M. 

W
e
b
e
r

 

18
64 ~

1

屋

に

つ

い

て

よ 

f
も
述
べ
ら
れ

f

し
I

に
教
授
の
見
地
.に
よ
れ
ば
、
第
二
も
し
く
は
第
三
の
類
型
か
ら
な
る
独
立
の
、■
あ
る
い
は
自
律
的
な
学
問
分
野
た

1

る

屢

秦

I

期
、
I

馨
に
論
定
す
れ
ば
経
済
I

I

.

•
'宗

教

•
芸

術
•
科
学
：

,
fe

の
文
化
|

領
域
を
横

断

な

，

バ

丨
I

し
て
ゆ
く
思
I

の
構
想
が
成
立
し
、
.

か
く
し
て
思
想
の
諸
領
域
.の
相
関
.と
そ
の
発
展
を
研
究
の
主
題
に
お
く
思
想
史
が
構
说
せ
ら 

I

多
自
f
 

■

と
し
て
の
思
想
史
学
の
出
立
の
時
点
と
し
.
.て
は
、
ま
さ
し
く
前
世
紀
末
以
来
第
一
次
大
戦
後
に
い
た
る
動
乱
と
危
機
の
時
^

力
1:

されるのて

I

その

点
I

し
て
み
て
も
先
に
触
れ
た

『

帝国主義論

』

'
の.成立と展開の過程と

相

蔽

う

、

ヴ
r

バ丨の宗教 

日本近代

I

I

思想史霄の方法と対象にかんする若干の考察

H
 

.

.

八
：！
.
(
一

四
四
五)



(

7) 

n
\
 ̂
一
 

、
T J

社
会
学
の
集
i

面
I

s

l

f

昼

I

な
い
。
是

I

て
い
え
、置

論

ず

る

ヴ

r

、、ハ
.
I

I

I

y

内
田
芳
明
氏
力
^

|

究
.屢

せ

し

め

.て
把
握
し
た
の
は
i

l

看

做

さ

れ

ょ

ぅ

。

I

い
に
内
田

屋

い

ヵ
1

辱

|

れ
、.

|

響

、
霧

馨

I

f

 
|

驾

.

1

讓

、
馨

霞

を

そ

の

I

I

M

も

く

は

霞

I

雇

I

I

I

、
し
t

て
l

m

想

の

I

き

い

は

I

」

I

X

以

せ

て

み

れ

ば

究

極

的

に

は

丸

山

氏

の

.既
述
の
I

I

く

か

ら

、

望

 

む

た

!

S

は
u

f

f

i

l

る
。
す
な
わ
ち
前
考
の
理
解
に
ょ
れ
ば
、
ヴ
ヱ
丨
、、ハ
，
の
宗
教
社
会
学
は
、
右
i

I f
f
i型

を

.
基
軸」

I
第
n
類
型
を
併
せ
、
そ
.の
璧
ょ
り
第
A

l

l

る
.鐘

史

な

ら

ぬ「

量

」

で

t

,こ
れ
I

合

パ 

一
I 

I

I

I

、

I

第
一
二
I

善

、

第

二

證

を

第
 

一
.

8

へ
I

し

綜

.

亀

=

I

P

I

I

_

II

成
し
I

点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヴ
,

ハ—

の

囊

養

I

い
て
'
 

第
一
§

l

,

p

 

『

命
.:!
,

r
」

-

:

る
場
j
ff
i
r
も 

'
宗
教
倫
理
の
思
想(

E
t
h
i
k
)

.を
追
い
乍
ら
宗
教
の
：経

済『

倫
理』

'.(E
th
os
)：

を
求
め
辱
て
、.
宗
教
の
j
 

丨
£

と
経
済「

生
活
の
様
式y

と
の
.関
連
を
解
明
す
る
、
第

雇

型

の

.『

倫
理』

の
究
明
を
研

究

の

I

 

I

一
類
型
が
、
ぁ
る
、
太

U

H

l

i

i

i

を，すのてあるから、宗
教
社
会
学
の
麗
は
狭
義
の
屢
史
研
究
の
塵
か
ら
区
れ
も
解
び

)

。

か

貸

 
I

I

 
蜜
 
f

 

i

 
社
会 
f

 h

m

r

と

し

て!" 

ノ

"

 

•
—

要

約

す

る

そ

れ

に

よ

れ

ば

、

丸

山

真

男

氏

の

政

治

思

想

史

は

、

第

.一

に

ぁ

る

時

代

と

文

化

の

総

体

と

し

て

重
I

I

I

神
I

I

羞

蜜

の

馨

自

覚

的

崖

し

、
第
一
ー
に

|

|

|

^

^

 
“

大
.す
る

力
_

そ
の
さ
い
に
文
化
諸

領

域

の

.ぅ

ち

の

下

部

構

造

な

い

し

は

経

済

構

造

の

直
接
的
分
析
を
ひ

か

え

る

、

と
い
1

に
於
て
ょ
I
 
土 

的
特

質

真

に

す
る
者
で
あ
る
。

し
か
し
て
該
論
の
論
結
に
ょ
れ
ば
、
上
記
の
相
違
は
着

学

者

と

馨

^̂

ら
れ
I
.
て
t

が
、
斯
の
如
き
簾
の
究
明
は
詰
る
所
マ
ル
ク
.ス
の
提
起
し
S

I

検
討
に
帰
着
す
る
。.
 

‘

^

ね

史

の

f

 

I

つ
い
てー

讀

.

證

.

対
象—

」

I

子
I

I

I

対
象—

f

嬰

頁
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{
;
3._

)

パ
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7
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0 

‘

ju 

き 

I」
づ
け
の
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1

1
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1

^
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1

1

1
!

!

C
6
y

文

匕

直

き

i
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•
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•

詞

象

丨
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武
田
編
前
掲
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頁
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し
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採
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壽

f

l
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鐘

蒙

一

I

き
I

課
f

f

r

へ

、
：

九
一
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f

 
一
f

f

み
す
る
が
、

レ

8)

内
募

明

「

経

済

と

宗

教

丨

囊
倫
理
の
階
級
的
制
約
性
の
問

題I

」
(

大

塚
.

•

安

藤
.

田
.

ク

\、 

9

 

O

C

 

, 3
r

V -
の
;f

.

関
し
て
，
大
塚
久
雄

「

東
西
文
化
の
.I

お
け
る
宗
教
社
会
学
の
意

義

-

^

マ

ツ

ク

ス

t
.

 H
〜

—

の

皋
屯
と
し
てー

」
(

武
田
編
前
掲
S

〜

爾

)

の

所

説

をも併
せ

て

参

照

せ;
^

たし。

ウ

ノ

の
儒
教
と
ヒ
ユ
ウ
リ
f

スム

』

I

l

^

l

^

M

.
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w
e

l
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l
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i

l

l
 

i
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G
e
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m
e
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A
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z
e
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内

田

蕩

I

と

宗

教

的

の

き

t
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g

同
上
腳
頁
注(

C
o
)

I
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•
議
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願
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m

l
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(

前
掲
マ
ッ
ク
ス
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I
ハ
I

研
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醤
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近
代
社
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経
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か
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す
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若
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考

察
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思

想

の

—

念 

.

『

経
済
学
批
判
.

序

言』

：
：
は

マ

ル

ク

ス

.
の

土

台

•

- H

部
構
造
論
を
総
括
す
る

も

の

と

看

做

さ

れ

て

：い

る

。

と
こ
ろ
で『

批

ぴ

の
「

序
言」

'
4
れ
ば
、

マ
ル
ク
ス
が
へ
丨
ゲ
ル
の
国
法
論
‘
法
哲
学
の
批
判
を
経
て
到
達
し
得
た
璧

|

の
一一
点

る
も
の
と
せ
ら
れ
た
,
す
な
わ
ち
、』

、

法
的諸
麗

と

讓

蕭

態

は

着

な

生

活

|

係
に
根
差
し
、
^

者

の

f

^

I

」

よ
,

S

I

S

た
め
の「

導
き
の
糸」

を
な
.し
た 

I

'

.

l

i

s

I

F
 

■れ

ナ

そ

れ

k
よ

れ

は

CI
、
人
間
の
物
質
的
生
活
の
社
会
的
生
産
の
様
式
が
、政
治
的
、

も
，の
と
獲
せ
ら
れ
.る
が
、5

、

生

産

麗

係
の
.総
体
と
し
て
の
社
会
の
経
済
的
構
造
、
な
い
し
は
、
下 

、、、
^

^

± ^
、* _
^

タ
七
し
て
"
る
関
係
と
し
て
は
、

⑴
、
政
治
的
上
部
構
造
と
、

⑵
、
精
神
的
上
部
構
造
が
、

も
し
く
は
同
じ
事
で
あ
る 

p

l

o

r

l

l

lる

い

て

把

握

せ

ら

れ

て

来

る

。
そ
れ
ゆ
え
、
下
部
構
造
I

構

造

の

醫

か

か

る

ニ 

M
:

r

、

气
し
U

な
る
こ
れ
を
略
記
す
れ
は
、
cn
の
'⑴
は
"
霞

的

下

部

« '
^

=
±
霞

的

上

部

歡

、S

の
幻
は
、
蒙

灼

下

部
1 '
£ 1
'

示
さ
れ
る
。
し
か
し
I

、『
経
済
学
批
判』

の
基
本
的
内
容
は
、

一
部
！

の
:
:
:
;
：
^

む
:
:
;
:
:
:
r

た
め
に
も
、
.差
し

当

り

馨

の「

第
一
部
•
第

i

の
検
討
に
立
ち
入
ら

醫

J .
l

l

r

f

”

y

“
p

せ
ら
I
て
、
。
、
？

，‘
|

て
者j

i

一
軍
第
四
負」

に

よ

れ

は『

批
判』

一
一
序
言」
.に
お
け
る
下
部
構
造
W

上
部
構
造
の
関
係
は
展
開 

„ 

( 

の
諸
関
促
に
社
会
的
に
適
合
的
な
経
篇
f

 

l

i
、S

、

商
品
生
産
の
.支
配
好
な
一
社
含
社
会
的
に
適
合
的

.

(

5

)

m

形
態
、S

、.

社
会
の
物
質
的
義
に
よ
り
宗
教
的
観
念
^

定
さ
れ
る
1

関(

遊
、3

、

I

思
想
と
靈
想
が
物
質
的
諸
関
係
を 

反

映

す

る

難

藉

互

間

に

存

辛

る

意

識

内

的

な「

照
応」

関
係
が
捉
え
ら
れ
て
来
る
。
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、「

序
言」

に
お
け
る
a)
f
お
よ 

ひ

备

⑷
な
い
し
3

S
開
せ
ら
れ
て
、
⑷
、
物
的
土
宵
経
済
思
想
、
叫

下

部

構

f

宗
教
形
態
、
叫
経
済
構
造
れ
宗
教
思
想
、
d)
(
、
経 

:

|
れ
宗
教
思
想
と
い
う
^
式
を
構
成
す
る
が
、
|

論
究
す
れ
ば
、g

のg
、

下
部
構
I

f

態
の
範
式
は
、
nl
の

リ

I

奪 

I

I

造
に
対
応
し
、
cn
の
⑵
、
経
済
f

i

f

f
連
が
、
1

、
下
部
構
I

f

態
へ
発
展
し

g c
l

f

r

; 

•

'」

.

f
と
ひ
の
経
済
構
n
れ

「

宗
教

」

最の
、
相
互
の
関
係
か
ら
は

「

経
済

」
「

宗
教

」

E0
,心i

の
菌
を
導
出
し
う
る
。
そ
の
さ 

し
に
留

H

へ
き
は

c-
n
の3

「

経
済」

思
想

れ

豪

」

露
の
範
式
が
⑷
と
⑷
の
綜
合
で
あ
る
ば

.か
り
で
な
く
、

n l
の

^
.
、

 

 ̂

造

れ「

宗
教」

霸

お

よ

び

、
S

とS
〕
、

「

経

済
l

i

霧

」

形
態
の
.綜
合
を
籠
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
か
らr

最
M
の
範
式
们
の
れ 

ノ

>-
^

?
:<
0
範
式
o
と
，̂
に
お
り
る
上
記
の「

一
般
的
結
論」

の
具
体
的
展
開
の
結
果
を
い
み
し
、
総
じ
て
云
え
ば
、
上
部
轉
造
と
下
“ 
J 

の
：I

規
定
と
対
応
.の

醫

の

屋

の

次

I

t

展

開

と

看

做

し

え

む

.ち

塞

、
上

述

の

麗

の

他

に

し
；:

M
 

1.
1

態
と
I

と
し
て
I

憲

想

の

相

関

の

屢

生

ず

る

、

と
は
い
え
、『

上
部
構
造
i

想
形
態
、
た
と
|

ロ
構
！

：
 

u

m

、
上
部
構
|

部
|

麗

|

題
は
、
下
部
構
造
I

I

、
.た
と
え
ば
i

l

l

と
に
検
討
H

 

f

よ
り
批
|

れ
う
る
I

て
も
あ
り
、
丸
山
真
男
氏
の
研
究
の
対
象
た
り
得
て
も「

経

済

学

論」

I

題
と
は
な
り
得
ぬ
こ
と
は
崖
の
こ

わ

れ

i

s

.「

思
想
の
概
念」

.
規
i

l

得
た
の 

る
す
な
わ
ち
：I
I

の

「

一
般
的
結
論」

の
具
体
的
展
開
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
慕
の
厳
密
な
意
味
に
お
け
る「

思
想」

と
し
て
よ
、5

幻

れ

け

ー

ー

重

の

規

定

i

の
関
保
か
ら
.1

I

、.
.な
い
し
は
f

的
下
部
露

|

的
•上
部
t

が

規

定

せ

ら

関

；
が
；
^

1

1

1

規
定
せ
ら
れ
I

的
I

f

 

f

れ
.て
、
慕

霞

、
I

ぐ
よ
り
表
現
さ
れ
る
下
部
構
造
の
、
相
互
作
用
I

連

が

精

歡

t

内
部
へ
展
開
せ
ら
れ
た
関
係
と
し
て
の
I

」

.の

？

I

要
す 

日
本
近
代
社
会
響
思
想
史
研
究
の
方
法
と
対
象
に
か
ん
す
る
若
干
の
考察

H

 

八
五

(

一
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四
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へ
10

、
 

：
I 

:

•
• 

■ 

八

六(

一
四
五
〇)

る

に「

経
済」

に
ょ
り
三
重
に
規
定
さ
れ
た「

思
耀
の
概
念」

.

が
わ
れ
わ
れ
に
提
示
せ
ら
れ
て
い
1̂
か
く
し
て
次
章
を
展
望
し
得
可
き
前
提
も 

同
時
に
獲
得
せ
ら
れ
た
，
な

ん

と

な

れ

は「•宗
教

.！
.

社
会
学
と
政
治

「

思
想
史
の
類
似
と

(

相
違
の
比
較
に

さ
い
し
て
基
準
を
あ
た
え
る
、
 

「

思

想

の概
念」
，を

マ

ル

ク

ス

の

命

題

.に

て

ら

し

て

把

握

す

る

こ

と

が

本

章

の

課
題
だ
.か
ら

であ
る
。

.

\
1)

K

 

M
a
r
x
,

 

Z
u
r

 Kritik der 

politischen 

O
k
o
n
o
m
i
e
,

 

V
o
r
w
o
r
t
,

 

in : 

M
a
r
x

 

E
n
g
e
l

co
w
p
M
B
. 

(Berlin. 

1961) 

s
.

po 

(

2

) 

Ebenda. 

S. 

8
—
9.

.

(

3)

.
 Ebenda. 

V
o
r
w
o
r
t
,

 s.x-

广
 

4) 

.
 .K

 Marx,VÎ
S:.;.Kapital,. Kritik .

.
d

e
r

'
'

w
.oo
l
l
'
8
2
'

(

5)

.
 

Ebenda. 

S. 

8
4
—

85. 

• 

.
 

■
 

’ 

：

’

(

6) 

Ebenda. 

s
.

00

5
. 

' 

.

?

) 

Ebenda. 

s
.

00

7
.

(

8)

こ
れ
を
略
記
す
れ
ば
次
表
の
よ
う
に
な
る
。

\
{
1
)
od. 

(
b
)

o:
.
B.ふ 
r
CJ
:
. 

/

) 

od-l(a)

o：

W
•i

r

o:
.
B
.
t
g
H=
:
:

、

(

p)

o:
. 

G.

I

0

a.Bvrb.

(

。)

o:.B.->r. G...

s

o:
.
G
.

—

r
.
G
,
-

-
一
土3) 

o
d
-
(

d)

'
o:
.
G
.

—

r
.
G
.
t

上
記
の
略
符
は
、

P
w
.

 

(
p
r
a
u
k
t
i
o
n
s
w
e
i
s
e
)
，

C1
:
b
.

s
b
e
r
b
a
u
)
，

6,B. 

(6konomische 

Basis)，

p
a:
. (polltischer 

tyberbau)

r.U. 

(roligi6ser 

u
b
e
r
b
a
e
, 

g.U. 

(geistiger 

u

cre
rba

u
)

，
P:
G
. (

o:k
ono

m
i
s
c
h
e

 

Q
asa
J
§̂
f
o
p
3)

' 

J
.
P广
 religiose 

G
a
a
n
l
c
e
n
f
o
r
m
)

の
い
み
で
あ
る
。
.

(

9)

こ
の
ば
あ
い「

経
済
学
批
判」

と
い
ぅ
の
は『

経
済
学
批
判』

(zur Kritik der politischen

o:konomie. 

(
1
8
5
9
)
)

の
み
を
さ
す
訳
で
は
な
く
て
、
 

『

資
本
論』

第
一
卷(Das Kapital, Kritik der politischen

o:konomie, Bd. I. 

(1867)
)

以
下
の
諸
著
に
わ
た
る「

経
済
学
批
判」
の
た
め
の
労
作
を 

総
称
す
る
も
の
と
解
せ
ら
.れ
た
V 

'
 

■ 

■

(

10)

こ
れ
を
表
記
す
れ
ば
、

a)

o:
.
B
H

(

p
,
r
,
:
:
:

)

cl
:
. 

(

2)

o:
.
B
H

(

a
,
p
,

…
…
)

p

(

3)

-
o:
.
Gti(

p
,
r
,

…
…
)G.

右
の
略
符
も
亦
、

o:
. (

otk
o
n
o
m
i
s
c
h
)
， 

p. (politisch)
， 

r. 

(religi

o:s)，
R

 

(Basis)
， 

u
.
(
u
b
e
r
b
a
u
)
， 

G. 

(
G
e
d
a
n
k
e
n
f
o
r
m
)

.
四
方
法
概
念
た
る

『

国
家
の
思
想

』

'

㈠

問
題
の
所
在

が
ん
ら
い
内
田
芳
明
氏
の
丸
山
真
男
論
：に
ょ
れ
ば
、
後
者
：の
政
治
思
想
史
と
ヴ
ェ
ー
バ
I
の
宗
教
社
会
学
の
相
違
は
、
宗
教
社
会
学
が
上
部
構

造
と
下
I
構
造
の
相
互
関
連
性
を
追
求
し
ぅ
る
体
系
で
あ
る
、
の
に
反
し
て
、
丸
山
真
男
氏
の
政
治
思
想
史
は
、
精
神
構
造
と
下
部
構
造
の
論
理

的

•

歴
史
的
•
関
連
の
究
明
を
な
し
え
ぬ
体
系
と
看
做
さ
れ
て
い
^i。

あ
る
い
は
同
氏
の
理
解
に
：ょ
れ
ば
、
両
者
の
分
岐
点
は
第1

に
思
想
史
と

.
宗
教
の
社
会
学
の
方
法
的
な
相
違
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
同
時
に
第
二
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
処
し
た
、
.経
済
学
者
班
.
W
と
政
治
学
者
M •

(

2)

M
の
相
異
る「

受
け
と
め
方」

の
問
題
に
あ
る
と
み
ら
れ
た
。：
：し
か
し
な
.が
ら
、.
.第
一
の
論
点
'が
思
想
史
と
社
会
学
の
差
異
に
間
連
あ
り
と
す
れ 

■ば
、「

決
定
的
な
相
違
点」

は
両
者
の
方
法
に
あ
る
ょ
り
%'
対
象
の
頃
域
に
み
と
め
ら
れ
、>
相
違
を
戚
治
の
.「

思
想
史」

と

「

宗
教」

の
社
会
学 

の
対
比
の
裡
に
.め
み
捉
え
.れ
ば
、'
方
法
上
の
分
岐
点
は
'第
一
の
論
点
に
あ
る
^'
卜
%'
第
ー
ー
<0
.論
題
の
裡
に
あ
る
訳
で
：あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
上 

R
本
近
代
社
会
経
済
思
想
史
研
究
の
方
法
と
対
象
に
か
ん
す
る
若
干
の
考
察
㈠ 

. 
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.
部
構
造
と
下
部
構
造
の
関
連
性
の
追
？

心
想
史
の
課
題
と
な
り
得
る
限
り
で「

宗
教」

.社
会
学
の
方
法
的
特
質
の
墨
史
の
方
法
か
'ら
の 

M

別
4
無
意
味
と
：な
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
.上

記

--
9

|

が̂
丸
山
真
男
氏
の
.政

治「

墨

史

：」

の
研
究
の
生
題
を
な
し
得
ぬ
限
り
で
は
、
前
節
に 

提
示
せ
ら
れ
た
命
題
の
受
容
に
お
け
る
経
済
学
者
と
政
治
学
者
の「

姿
勢」

.
な
い
し
は
視
角
の
異
同
が
論
議
さ
れ
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
差
し
当 

り
學
可
き
点
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、..第
一
と
第
二
の
簾
裏
同
し
.な
い
こ
と
の
.み
で
あ
る
。
以
上Q

注
意
を
施
し
た
の
ち
に
前
章
の
命
題
に
立 

ち
も
ど
れ
ば
、
問
題
の
所
在
は
.『

経
済
学
批
判』

の
著
者
の
関
心
が
、
M

蒙

「

思
想」

と「

奮

」

構
造
の
関
連
を
解
明
す
る
方
向
べ
と
凝
集 

さ
>
て
.
く̂
の
に
た
い
し
、，
経
済
学
' ^
の
社
会
学
と
政
治
学
者
の「

思
想
史」

は
、
.
M
、
前
者
が
宗
教「

思
想」

if「

経
済」

構
造
の
速
関
の
把
握 

を

志

向

し

X E
1

後
者
に
あ
っ
て
は
政
治「

思
想」

i t「

H

J

構
造
へ
収
敛
す
る
と
い
.う
違
い
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ょ
う
。
こ
れ
を
相
互
に
比
較 

す
れ
は
、
第
卜
の
範
式
と
第
じ
の
範
式
が
、
思
新
形
態
と
象
構
造
の
関
連
を
解
明
し
う
る
と
い
う
共
通
S

盤
の
上
に
立
つ

の
に
た
、
し
、
H 1 

^ ^と
\
1
/
^

は
政
治
と
経
済
の
各
領
域
内
の
内
部
構
造
の
究
明
を
主
題
と
す
る
た
め
に
共
通
の「

分
母」

を
持
ち
得
ぬ
こ
と
に
な
る
。
範
式
の
第 

に
と
第
|||の
相
^
は
そ
れ
ゆ
え
.に
、
前
者
の
範
式
が
宗
教
：，

「

£
册̂」

と

「

於
务」

構
造
の
連
関
の
把
握
を
志
し
て
い
る
の
に
反
し
、
ほ
ん
ら
い 

は
、
後
者
の
麗
が
政
治「

思
想」

と

「

家

」

構
造
の
相
関
の
究
明
に
の
み
限
ら
れ
る
と
V

点
I

る
。
し
か
る
に
丸
山
真
男
氏
の
政
治「

思 

■

」

に
お
し
て
第
^
の
範
式
た
る
政
治「

思
想」

||「

政
治」
構

造

は「

皆
# '」

構
造
||「

政
治」

構
造
の
範
式
に
包
摂
さ
れ
、
そ
こ
に
い
わ

0
る
精
.

^
造
が
.政
治
的
•
宗
教
的

.
墨
形
態
に
ま
た
が
る
と
き
、

式
の
変
形
た
る
宗
# '「

思
想」

i t「

政
治」

構
造
は
於
# '「

墨

」

I

「

経
済」

f
造
の
範
式
に
速
繫
し
て
、
変
形
せ
ら
れ
た
こ
の
|
式̂
が
上
記
の
ニ
式
と「

分
子」

を
共
有
す
る
に
い
た
る
。
か
く
し
て
い
ま
や
、
 

政

治「

思
想
史」

'が

「

宗
教」

社
拿
の
対
象
を
も
究
明
す
る
丸
山
氏
の「
独
立
の
思
U
I」

へ
鐘
を
移
す
べ
き
時
で
あ
る
。

1

)

 

芳

以

「

日
本
に
お
け
る『

思
想
史』

の
成
立
-

-
丸
山
真
男『

日
本
の
思
想
.

』

を
め
ぐ
っ
て——

」
(『

商
経
法
論
叢
J

M

——

3
号
、
7〜

4 8

頁
。)

(

2)

.
 

Tsli

ft
の
思
想
史
W
方
法
が

.
文
化
諸
領
域
の
な
か
で
、
下
部
構
造(

経
済
社
会
の
構
造)

そ
の
も
の
の
直
接
的
分
析
を
ふ
く
ま
な
い
、
と
い

う
-ん
で
も
ウH

丨
パ
丨
の
宗
教
社
会
学
と
は
こ
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
思
賛
と
宗
教
社
拿
の
方
法
的
相
違
の
問
題
で
あ
つ
て
両

者

の

慶
f

は

む

ろ

ん

関
係
が
な
い
。
こ
の
ち
が
い
は
ま
た
、
経
済
学
者
と
政
治
学
者
と
に
お
い
て
、
.
マ
ル
ク
ス
主
義
の
提
起
し
た
問
題
の
受
け
と
め
方
の
相
違
を
も
あ
ら
わ
し
て
い 

る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。'」

(

内
田
芳
明「

経
済
と
宗
教——

宗
教
倫
理
の
階
級
的
制
約
性
の
問
題——
」
〔

前
掲『

マ
ッ
ク
-

ス
‘

ヴ
H

丨
バ
ー
研
.

究』

26
9

頁
。〕

)

(

3

)

こ
の
点
に
関
し
て
、
前
章
お
よ
び
本
章
の
三
節
を
参
照
の
こ
と
。

(

4

)

.

丸
山
真
男
氏
の「

政
治
思
想
史」

が
、『

精
神
構
造
論』

へ
上
発
展
し
旋
回
す
る
過
程
の
下
限
を
ー
九
宄
七
年
の「

日
本
.の
思
想」

(『

岩
波
講
座
現
代
思 

想』

第
十
一
巻
所
収
論
文
。)

に
お
く
と
し
て
も
恐
ら
く
誤
り
に
は
な
る
ま
い
。

(

5

)

丸
山
真
男「

思
想
史
の
考
え
方
に
つ
い
て——

類
型
•

範

囲
•

対
象——

」
(

武
田
編
前
掲
書
12

頁
。)

：

-
• 

. 

.

-

.

.
一.

㈡

「

制
度
に
お
け
る
精
神」

丸
山
真
男
氏
の「

政
治
思
想
史」

が
、
.「

宗
教」

社
会
学
の
対
象
を「

思
想
史」

の
領
域
に
と
り
い
れ
て
、
.於

か「

思
想」

竹「

4
か」

構
造
の 

範
式
を
修
正
し
、「

精
神」

構
造
±
;「

政
治」

構
造
の
究
明
を
可
能
に
し
た
こ
と
は
、「

帛
か」

社
会
学
の「

か
昏
的」

影
響
に
よ
る
よ
り
も「

P
'か
の
思
想」 

と
い
う
そ
れ
に
固
有
な
対
象
の
.然
ら
し
む
る
所
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
.『

日
本
の
思
想』

に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る「

近
代
国
家」

の
成
立
に 

さ
い
し
、『

伝
統』

的
宗
教
は
そ
の
内
面
的『

機
軸』

と
し
て
作
用
し
う
る
よ
う
な
伝
統
を
構
成
す
る
こ
と
な
く
、
西
欧
的「

思
想」

の
無
秩
序
な 

流
入
と
民
族
的「

国
家」

の
体
制
化
の
矛
盾
が
、
制
め
の
中
核
と
し
て
の
天
皇
制
を
同
時
に
ま
た
精
神
的
な
.

『

機

軸』

と

す

る

折

衷

の

^

^

の

も

(

4) 

<

と
に
、
原
理
的
な
解
決
を
み
ず
し
て
便
宜
的
に
収
拾
さ
れ
ざ
る
を
.得
な
..か
.っ
.：た
：と

云

う

の

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

、

日

本

「

近

代」

、
の「

国

家」

体

制
は
、
制

度

的「

機
構」

，
' の
も
つ
機
能
に
く
わ
え
て
精
神
的『

機
軸』

た
る
の
.使
命
を
お
わ
さ
れ
、
徹
底
的
に
内
な
る
も
の
で
も
な
く
徹
底
的
に

外
な
る
も
の
で
も
な
い
非
宗
教
的『

宗
教』

、
な
い
し
は
、
む
し
ろ「

於
か」

の
呪
術
と
し
て
、
思
想
的
な「

雑
居」

の
日
本
的
な『

伝
統』

を
維

持
す
る
反
面
で
は
、
.こ
の
.『

伝
統』

に
反
抗
し
た
異
端
の「 E

l
i
i
,

を
抑
え
る
ル
® '
の
機
能
に
お
い
て
存
在
の
意
義
を
有
し
た
。
そ
の
点
よ
り
司

(

7) 

(

8)

書
に
反
証
せ
ら
れ
る
宗
教
の
不
在
に
も
拘
ら
ず
、
近
代
化
の
過
程
が
尚
且
つ
宗
教
的
な
支
柱
を
必
要
と
し
た
た
め
に
、「

近
代」

日
本
の「

国
家」

体
制
は
、
.
政
治
的
な
制
度
が
同
時
に
精
神
的
な『

機
軸』

.と
し
て
機
能
し
う
る「

形
||
9」

に

お

い

て

創

出

せ

ら

れ

た

。

斯

の

如

き

「

国

家」

.の

構

造

日
本
近
代
社
会
'

経
済
思
想
史
龀
究
の
方
法
と
対
象
に
か
ん
す
る
若
干
の
考
察
㈠

 

八

九

(

一
四
五
三)



九
〇

(
I

四
五
四)

を
研
究
の「

対
象」

i
 
く
限
り
、
究
明
の
麗
は
：「

i
lt
'
に
お
け
る
_

」

1

造
の
解
明
の
う
為
、

も
し
く
は
同
S

で
あ
る
が
、

「4

 

治」

的

な「
制
度
に
お
け
る
精
神」

の

「

宗
タ
性
を
つ
：か
'^
思
想
史
学
の
.「

方

簏

念

」

を
設
定
す
る
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
か
ら
、
丸
山
真 

男
氏
の(「

政

治

墨

史」

；
が
、
宗

教「

思
想」

W
:「

&

」

構

造

：の

相

関

を

追

求

す

る

さ

い

.に
、：
f

「

思
想」

W

「

象

」

構
造
の
究
明
を
可
能 

な
ら
し
め
たv

「

宗
教」

社

拿

の

「

方
法
的」

影
響
を
受
け
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ぬ
結
^

と

し

て

の

み

評

価

さ

れ

う

る

。

し
か
，し

な

が

ら

、

‘
こ
.
 

の

こ

と

力

文

象

」

の

規

宠

に

よ

り

囲

、
込

ま

れ

た

.方

法

の

類

似

を

も

た

ら

す

か

ぎ

り

で

は

、
.
.
方

法

の

類
似

も
い
わ
ゆ
る「

相
違」

.
の
.背
後

に 

お
は
る
に
す
ぎ
な
レ
ト
な
ん
と
な
れ
ば
；
^
.
0
0
 ̂

0

倫
理
の 

H

 

I

さ

る『

倫
理』

.の
概
念
に
お
い
て
捉
え
得
る
点
に
在
る
の
•に
た
い
し
.て
、
丸
山
真
男
氏
の「

政

遺

想

史」

.
は
、

「

» '
# '」

構

造
 

W
政治

「

制
度

」

の相
関を

「

制度知精神

」

の
概
念
を
か
り
て
、

「

政
治

」

.の

学

理

な

ら

ざ

る

「『

国

家』

の

思

想」

の
う
ち

(

5
:追
い
求
む 

可
き
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
.後

者

の「

方

法

に

お

け

る

『

概

念』」

.が
前
者
の
よ
う
に
、
上
下
相
閨
の
全
体
構
造
を『

倫
理』

に
か
わ
る「

思
想」 

に
お
い
て
把
握
し
得
る
と
は
論
定
し
難
い
が
ら
、
爾
余
の
問
題
は
丸
山
氏
の「

蠱

史

」

が
上

述

の

関

連

を

、

「

思
想」

に
.か
わ
る「

『

国

家』
」

に 

お
い
.て
把
握
し
得
る
や
い
な
や
の
論
題
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

.

1

■

(

1)

丸
山
真
男『

日
本
の
思
想』

(

こ
の
ば
あ
い
巻
頭
論
文
-,
日
本
の
思
想
1_
.を
い

み

す

る

。)

(

S 2
本
！i
u

C M
u

て
、明
治
八
年
に
福
沢
論
吉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「

•：
.：
一
種
の
学
者
は
、
今
の
人
心
の
軽
薄
な
る
を
患
ひ
、
之
を
救
ふ
に

さ
る
I

、
乃

ち

人

墨

I

し
、
.耶
蘇
の
宗
教
を
施
し
て
人
心
Q

I
亂
し
、
安
身
立
i

位
を
与
え
て 

に
由
る
可
き
大
目
的
を
定
め
ん
と
す
ー
宗
教
を
以
て
一
度
び
人
心
を
維
持
す
る
を
得
ば
、
衆
庶
の
止
ま
る
所
、
始
て
爰 

r
] &
”

之
を
政
治
上
に
施
さ
ば
、
亦
以
て
一
麗
立
の
甚
と
も
為
る
可
し
と
の
趣
意
な
り
。
決
し
て
I

軽
卒
な
i

説
と
云
ふ
可
ら
ず
。
丨

固

よ

と
も
、
I

I

I

の

裏

I
:
て
得
失
を
論
ず
る
と
I

、
余
I
 
く
此
證
同
意
す
る
I

V

如
何
と
な
れ
I

の 

耶
蘇
の
教
を
拡
て
之
を
政
治
上
に
及
ぼ
し
、
以
て
一
麗
立
の
基
を
立
て
ん
と
す
る
の
説
に
至
て
、…

…
(

中
略)

.：
：
•
一
 

視
同
仁
四
海
兄
弟

は

I

I

の
I

は
、
雪

雪

寒

i

重

り

。
I

I

霊

I

巻

、
以
て 

一

/

す

の

説

丨

l

i

を
_
f
もQ

と
云
ふ
可
し
。

」
(『

文
明
論
之
概
略』

福
沢
論
吉
全
集
第
四
霊
ふ
頁
。)

(

3)
「

抑
、.
欧

州

-—
於
テ
ハ
憲
法
政
治
ノ
萠
セ
ル
事
千
余
年
、
独
リ
人
民
ノ
此
制
度
-

1

習
^

セ̂
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
又
タ
宗
教
ナ
ル
者
ア
リ
テ
之
力
機
軸
ヲ
為
シ
、
 

深
ク
人
心
ニ
浸
潤
シ
テ
、
人
心
此
ニ
帰
一
セ
リ
。
然
ル
ニ
我
国
-

1

在
テ
ハ
宗
教
ナ
ル
者
其
力
微
弱
—
シ
テ
、

一
モ
国
家
ノ
機
軸
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。」

し
か
し

.て

「

我
国
-一
在
テ
機
軸
ト
ス
へ
キ
ハ
、
独
リ
皇
室
ア
ル
ノ
ミ
。
是
ヲ
以
テ
此
憲
法
草
案
-

1

於
テ
ハ…
…

君
権
ヲ
機
軸
ト
シ
、
偏
二
之
ヲ
毁
損
セ
サ
ラ
ン
コ
ト
ヲ 

期
シ
、
敢
チ
彼
ノ
欧
州
ノ
主
権
分
割
ノ
精
神
-
!拠
ラ
ス
。
固
ョ
リ
欧
州
数
国
ノ
制
度」

一
於
テ
君
権
民
権
共
同
ス
ル
ト
其
揆
ヲ
異
ニ
セ
リ
。
是
レ
起
案
■ノ
大
綱
ト 

ス
。」

(

淸
水
伸『

帝
国
憲
法
制
定
会
議』

88
~
89
頁
、
所
載
の
枢
密
院
憲
法
制
定
会
議
に
お
け
る
枢
密
院
議
長
伊
藤
博
文
の
演
説
。)

(

4)

丸
山
真
男
.

「

日
本
の
思
想」

(

丸
山
前
掲
書
29〜

30
頁
。) 

•

. 

?)

同
’上
34
頁
。
.

(

6)

 「

.
あ
ら
ゆ
る
哲
学
•
宗
教
•
学
問
を
-—

相
互
に
原
理
的
に
矛
盾
す
る
も
の
ま
で
-—

^

『

無
限
抱
擁
/
し
て
こ
れ
を
精
神
的
経
歴
の
な
か
に『

平
和
共

存』

さ
せ
る
思
想
的『

寛
容』

の
伝
統
に
と
っ
て
唯
一
の
異
質
的
な
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
.た
精
神
的
雑
居
性
の
原
理
：̂
否
認
を
要
請
し
、
世
界
経
験
の
論 

理
的
お
よ
び
価
値
的
な
整
序
を
内
面
的
に
強
制
す
る
思
想
で
あ
っ
た
。
近
代
日
本
に
お
い
て
こ
う
し
た
意
味
を
も
っ
て
登
場
し
た
の
が
、
明
治
の
キ
リ
ス
ト
教

で
あ
り
、
大
正
末
期
か
ら
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

.
両
者
と
も
ひ
と
し
く
、
も
し
右
の
よ
う
な
要
請
を
こ
の
風
土
と
妥
協
さ
せ
る
な
ら
ば
、

す
く
な
く
と
も
精
神
革
命
の
意
味
を
喪
失
し
、
逆
に
そ
れ
を
執
拗
に
迫
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
右
の
よ
う
な
雑
居
的
寛
容
の『

伝
統』

の
か
、か
か
は
げ
し
い
不
寛 

容
に
と
り
ま
か
れ
る…

…
」

(

同
上
14
~
15
頁
。)

(

7)

丸
山
真
男
教
蟛
は
日
本「

近
代」

国
家
に
お
け
る「

宗
教」

を
非
宗
教
的
ど
規
定
さ
れ
る
が(

同
前
31
頁
。)

、
福
沢
論
吉
は
近
代
以
前
の
日
本
に
つ
い
て 

「2!

本
国
中
既
に
宗
教
な
し
と
云
ふ
も
可
な
り
。」

と
論
断
し
て
い
る
。(『

文
明
論
之
概
略』

福
沢
論
吉
全
集
第
四
卷
15
6

丨
15
8
頁
。)

8)

こ
の
支
柱
と
は
、W

e
b
e
r

 

に
よ
り
究
明
さ
れ
た 

g
d
s
g の
と
と
で
あ
る
。

(
v
g
l
.
M
.

 

W
e
b
e
r
,

 

D
i
e

 

protestantische 

E
t
h
i
k

 

u
n
d

 

d
e
r 

Geist 

des 

K
apitalismus, 

in : 

G
e
s
a
m
m
e
l
t
e

 

A
u
f
s
^
t
z
e

 

z
u
r 

Keligionssoziologie, 

Bd. 

I. 

(Tiibingen. 

1922) 

S. 

2
0
4.)

(

9)

こ
の
観
点
か
ら
、
丸
山
教
授
は「

近
代」

|3
.本
の
国
家「

形
態」

を

「

絶
対
主
義」

以
前
の
代
物
と
規
定
せ
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
う
る
が
、
そ
の
ば
あ
い 

『

日
本
の
思
想』

に
お
い
て
は
、
，『

絶
対
主
義』

(

同
書
38

頁
参
照
。)

と
-「

近
代
国
家」

(

同
上
47

頁
参
照
。)

と
い
う
概
念
が
す
で
に
併
存
し
う
る
点
に
つ
い
て 

と
く
に
読
者
の
注
意
を
促
し
た
い
と
お
も
う
。
 

-

10) 

「

：
：
：
制
度
は
西
欧
化
し
た
け
れ
ど
も
、
精
神
®
で
は
白
本
的
な
、
.あ
る
い
は『

伝
統
的』

な
要
素
が
残
っ
た
と
い
う
風
に
い
っ
て
片
付
け
ら
れ
る
だ
ろ 

う
か
。
む
し
ろ
問
題
は
ど
こ
ま
で
も
制
度
に
お
け
る
精
神
广
制
度
を
’
ぐ
か
精
神
が
ノ
制
度
の
具
体
的
な
作
用
し
方
と
ど
の
よ
う
に
内
而
的
に
結
び
つ
き
、
そ 

れ
が
制
度
自
体
と
制
度
に
た
い
す
る
人
々
の
考
え
方
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
か
、
と
い
う
、
い
わ
ば
日
本
国
家
の
認
識
論
的
構
造
に
あ
る
。」

(

丸
山
前

掲
書
36
頁
。)

,

•

:.
,

•

'

 ,

H
本
近
代
社
会
経
済
思
想
史
研
究
の
方
法
と
対
象
に
か
ん
す
る
若
干
の
考
察
㈠

 

九

一

(
一

四
五
五)



ヽ
i
 

.

.

.

. 

九
ニ 

(

一
四
五
六

)
(

1

)
「

_

麗
の
ょ
ぅ
に
、
元
来
II

的
：I

が
内
包
さ
れ
て
い
る
場
合
si

、
制

度

精

神

を

含
I

I

 

f
 

れ
ば
な
ら
な
い
。」

(

同

忐

頁

、
.
•
点
は
筆
者
。

、
点
I

者
。)

f
利
If
 
II

力
R

I

さ
れ
な
け

§

丸
山
真
男
教
授
は
日
本「

近
代」

思
想
の
構
造
論
的
研
萣
先
立
つ
発
達
史
的
論
述
の
過
程
で
、
ホ

く

も

一
九
四
o
乍
H

 

,ゝ 

「

史

的

靡」
に
の
り
だ
さ
れ
た
。(

丸
山

，

「

乾

i

4
0 '
l

-
 

N

>

 

0 

点
筆
者
。)

㈢

.
総

以

走

.展
開
せ
ら
れ
l

i

■

よ
れ
ば
、

I

焉

の

「

I

靈

」

が
、

！

|

学
の 

一
f

t

て

養

制

国

家

の
.政
治
的
I

を
捉
え
乍
ら
、
天

皇

制

固

家S

神
璧
軸
に
お
け
る
豪

」

性
を
捉
え
得
る

「

疆

史

」

と
し
て
は
、
宗
教
社
会
学
の
対
象 

を
も「

政
治
の
思
想
史」

に
.包
摂
し
て
、「

全
上
部」
構
造
を
展
望
し
得
る
が
如
き「

国
家」

の
思
想
史
へ
発
展
し
た
か
の
如
く
に
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
本
U

も

か

か

る

遺

の

屋

史

」

と
t

i

l

お
け
る
方
法
の
異
同
に
つ
い
て
、
な

い

し

は

讀

的

良

雾

ー

货 

と

宗

教

、

」

老
会
学
の
湘
関
性
に
つ
1
て
概
論
的
総
括
を
行
ぅ
2 -
1
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
り
と
す
れ
ば
、
歡

は

第

一

に

「

歡

」

の
社
会
学 

と

「『

讓

』

'<
0
思
想
史」

.の
方
法
の
対
比
に
'、
な
け
れ
ば
な
らi

。
す
な
わ
ち
、「

宗
教」

社
会
学
が「

宗
教」

に
お
い
て
全
上
部
構
造
を
霧 

し

つ

つ

も「

宗
教」

の

『

、倫
理』

に
お
い
て
上
部
構
造
と
下
部
構
造
L

を
追
求
す
る
も
の
、
と
す
れ
ば
、
丸
山
真
男
氏
の「

政

治

最

史」 

は
、「

宗
教
*|
_

' r
か
わ
る「

国
家」

に
お
い
て
、「

全
上
部」

.構
造
の「

包
括
的」
研
究
を
果
す
如
く
に
見
え
乍
ら
も
、『

倫
理』

に
か
わ
る 

忘
い
て
上
下
相
関
の
全
4

造
を
捉
え
得
な
い
憾
み
着
る
。

こ
.の
こ
と
は
上
述
の
関
連
よ
り
み
れ
ば
、
.差
し

当

り

「

優
劣」

に
関

り

得
る 

'相

違」

て
も
あ

り

え

よぅ
が
、
.
一

般

に屋
史
と
社
会
学
の
関
係
を
検
す
る
第
二
の
簾

へ

移
れ
ば
、

両

者

の「

優
劣」

に
阿
ら
の
関
り
I

 

レ

「

相
違」

に
過
き
ぬ
者
と
な

ろ

ぅ

。な
ん
と
な
れ
ば
、.
が

ん

ら

い

ま

」
6

社
会
学
が

『

歡

』

に
お
“

て
、
宗

教「

思
想
.

」

け

r

経(
I
」

I

I

L

\

I
s

n

E

老

a

が
全
取

18:
I

23(
貝
\—J

を
例
と
し
て
挙-
げ

る
o

傍

括

と

展

望

構
造
の
作
用
関
連
の
総
体
把
握
.を
果
し
得
る
よ
う
に
、.
い
わ
ゆ
る「

国
家」

の
思
想
史
が
，

「

思
想」

に
お
い
.て
、
宗
教
.「

思
想」

竹「

経
済
/
思
想 

の
規
定
対
応
の
全
体
構
造
を
捉
え
得
る
な
，ら
ば
、
.

「

相
違」

.
の
問
題
を
な
ず
の
：は
n
(e
)
と
n
(d
)
の
次
元
の『

相
違』
で
.あ
る
か
ら
、
類
似
の
方
法
が 

適
用
せ
ら
れ
る
次
元
の
.『

相
違』

は
方
法
に
お
け
る「

優
劣」

.の
問
題
を
構
成
し
え
な
い
で
あ
：ろ
う
。
し
が
し
な
が
ら
、「

優
劣」
の
問
題
を
成
し 

得
ぬ『

#:
1

浮
の
問
題
が
、

.第

一
の
論
題
に
あ
っ
て
は「

■
?$」

に
と
も
な
う『

優
劣』

で
も
あ
る
か
の
如
く
に
現
れ
る
と
す
れ
ば
、_
そ
の
こ
と
の 

因
は
思
想
^
{に
看
る「

思
想」

•概
念
と
社
会
学
の
採
る『

倫
理』

概
念
に
帰
す
る
よ
り
も
、「

宗
教」

社

会

の

『

fi
'
ll
'』

と
政
治r
思
想
史」

の 
「

国
家j

概
念
の
機
能
の
相
違
に
由
来
す
る
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。
..
す
な
わ
ち
宗
教
社
会
学
が
：

『

宗
教
の
倫
理』

に
お
い
て
、
全
±'
|
構
造
を
総
括 

し
乍
ら
も
さ
ら
に
全
社
会
構
造
を
綜
合
し
得
る
と
す
れ
ば
、
問
題
の
所
在
は
政
治
思
想
史
の「

国
家
の
思
勒」

が
、
全
：̂
会
構
造
を
総
括
し
得
ぬ 

故
に
全
精
神
構
造
も
包
括
し
得
ぬ
点
に
在
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
問
題
の
解
決
は
•「

宗
教」

『

倫
理』

概
念
の
機
能
を
、

し
か
し
て
後
者
の
機
能
な
■

 

い
し
は
全
社
会
構
造
の
総
括
的
把
握
の
機
能
を「『

国
家』

の
思
想」

へ
移
転
す
る
に
あ
る
。

こ
の
機
能
を
移
譲
す
る
作
業
に
さ
い
し
て
必
要
で 

あ
る
の
は
、
.政

治「

思
想
史」

の

「

思
想」

：の
概
念
を
春
.」

社
会
学
の『

.
11
'』

の
概
念
に
換
え
る
代
り
に
、
於

か「

思
想
史」

の

「『

11
' 

家』
」

の
概
念
を「

政
治」

経
済
学
の
.『

国
家』

の
t

於

に

換

え

る

と

い

う

事

の

み

で

あ

る

.？

(

1)

丸
山
氏
の
思
想
史
と
宗
教
社
会
学
の
方
法
的
相
遠
を
内
田
氏
が
問
題
化
し
得
る
と
す
る
に
し
て
も
そ
れ
は
論
題
の
か
か
る
限
定
を
経
た
う
え
で
の
こ
と
で 

あ
ろ
う
。(

内
田
芳
明「

経
済
と
宗
教——

宗
教
倫
理
の
階
級
的
制
約
性
の
問
題
I

J
〔

前
掲『

マ
ッ
ク
ス
•
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究

』

腳
頁〕

参
照
。)

(

2)
「

か
っ
て
資
本
主
義
が
、
形
成
期
の
国
家
権
力
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
古
い
中
世
的
経
済
統
制
の
諸
形
態
を
破
壊
し
え
た
よ
う
に
、
宗
教
的
権 

威
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
恐
ら
く
—

と
一
応
云
っ
て
お
き
た
い——

そ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
り
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
現
実
に
起
こ
っ
た
か
否 

か
、
ま
た
現
実
に
起
こCV

た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
か
、
こ
れ
を
究
明
す
る
の
が
本
書
に
お
げ
る
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
と
な
ら
ね
ば
な

.ら
な
い
。

」
(
v
g
L

 .M. 

W
e
b
e
r
,

 

.Die 

protestantische 

E
t
h
i
k

 

und... des 

Geist.

ハ
 des :Eapitalismus, 

i
n

...
Q
e
s
a
m
m
e
l
t
e

 

A
u
f
s

f»:tze 

N
e
w
.

weli

oqions— 

soziologie, 

Bd.I. 

(Tiibingen. 

1922) 

S. 

56.
.

訳
文
は
岩
波
文
庫
版
の
梶
山
•
犬
塚
訳
に
依
拠
。

)
(

3

)

こ
の
点
に
関
し
て
、
筆
者
は
ま
た
も
前
掲
内
田
芳
明
論
文
に
同
意
し
か
ね
る
。(

前
掲『

マ
.
ッ
ク
ス•ヴ
ェ
入
、ハ
ー
研
究』

26
9

頁
に
っ
い
て
対
照
せ
ら
れ
よ
0

(

4

)

本
論
文
の
筆
者
に
あ
っ
て
は
内
田
氏
の
場
合
と
こ
と
な
り
、「

経
済
と
宗
教」

よ
り
も「

思
想
と
経
済」

と
い
う
関
係
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
読

日
本
近
代
社
会
経
済
思
想
史
研
究
の
方
法
と
対
象
に
か
ん
す
る
若干の考察

㈠ 

九

三(

一
四
五
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1

ら

差

“ 

と『

.政
1

学

馨

I

ら
、
霞

謹

体

系

に

S

念
の
意
義
な
い
し
i
l

さ

に

け

る
『

国

家

©

方

法

概

念

「

そ

の

も

の

れ
I

n

H

t

i

つ
I

I

は
、
|

蠢

|

|

つ

置

f

 
I

I

体
I

ょ
り
し
て
I

 

こ
i

"

M

I I
W

r 

I

、
g

i

l

l
的

醫

か

f

層

の

置

諸
I

反

映

す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
'る
か
ら
、

の
t
あ
り
国
家
の
概
念
そ
の
も
の
に
全
社
会
構
造
を「

政

冶

と

径

済

の

r0
4

ご
レ
&

し
c
、4

i
ト
.
ひ

，

P
、

が如き機能を期待し得るのである。
しかり：

;
す
な

、
』

p

 

txf
f

l

'i
l

倫理

』

の概念における 

敎土

l

o

f

 

t

 

、ま
や
わ
れ
わ
れ
は
政
屢
済
学
の

『

国

家

』

、

の概念をとることにょり、宗 

理？
の

I

こ
^

をとることなしに全社会

I

総
i

把握へとみちびかれぅる。それゆえに、宗
教
社
会
学
の

『

倫 

”

の

さ

れ

た

''
丸
山
真
男
氏
の

「

思想

」
.
の
概
念
を
採
用
す
べ
き
理
由
も
た
。
いなむしろ、思想の概

|

i

と

し

て

：の

み

把

握

せ

ら

れ

ぅ

る

概

念

と

し

て

あ

ら

わ

れ

て

?

!

 

^

そ

パ

わ

れ

も

變
I

f

 

I

I

あ
る
が
、
霧

I

」

靈

を

「

経
済
思

:

そ

れ
.は
丸
山
真
霧

I

疆

史

」

t

s

l

的
證
を
い
み
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
I

I

、

■ 

I

」

の
t

的

雲

は

、

政
治
の「

思
想
史」

が

「

独
立」

I

想
史
た
ら
ん
と
す
る
と
き
、
ま

さ

し

く「

国
家
の
I

 

 ̂

い
て
対
象
を
究
明
せ
ざ
る
を
f

こ
と
.

一̂

1

ニ

こ

？

？

. 

(

2
ツ. 

き

I

L
 く

国
家

の

思

想」

に
お

得
ぬ
.
と
を
示
し
ナ
の
て
あ
る
力
ら
い
ま
や
経
済
の「

思
想
史」
が

「

独
立」

の
思
想
史
と

し

、

会

造
を
綜
合
し
乍
ら
も
さ
ら
に
全
上
部
構
造
を
展
望
し
得
る
た
め
に
は
、「

宗
教」

社
会
学
が
宗
教
の『

倫
理』

を
方
法
概
念
た
ら
し
め
た
ご
と
く
、
 

わ
れ
わ
れ
の「

経
済」

思
想
史
に
あ
っ
て
も『

国
家』

の
思
想
が
方
法
概
念
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
さ
い
国
家
の
概
念
に
お
い
て
、
わ
れ
ぬ 

れ
が
、
.政
治
的
な
上
部
構
造
の
特
殊
的
な
現
象
形
態
の
後
に
潜
む
、
i
M '
関
係
の
性
格
的
に
普
遍
的
な
4
M >
規
定
ダ
果
す
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
 

い
わ
ゆ
る
国
家
の
認
識
論
的
な
構
造
の
内
部
矛
盾
に
お
け
る
、「

普
遍」

と

「

特
I」

.の
対
立
を
統
一
し
得
ぬ
儘
に
、「

無
限
の
t

^ d」
の
運
動
に 

還
元
し
得
る
に
過
ぎ
ぬ
、
.「

.方
法」

概
念
を
擁
す
る
丸
山「

史
学」

に
抗
し
.て
鋭
い
緊
張
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
こ 

と
が
既
に
彼
の
，「

対
象」

に
規
定
せ
ら
れ
た
意
見
の
対
立
を
表
す
限
り
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
も
詰
る
所
は
丸
山
思
想
史
学
め
批
判
的
継
承
者
に 

す
ぎ
な
い
点
を
看
お
と
す
べ
き
で
.は
.な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
当
面
の
課
題
.を
な
す
の
はr

日
本
の
思
想」

に
が
ん
す
る
、
丸
山
思
想
史
の
積
極 

的
成
果
の
赉
定
で
は
な
く
し
て
止
揚
だ
か
ら
，で
あ
る
。
こ
れ
を
実
例
に
照
し
観
て
検
証
す
る
に
、

一
八
六
〇
年
代
後
半
か
ら
.一
八
七
〇
年
代
前
华 

へ
の
、
約
十
年
間
に
わ
た
.る
福
沢
論
吉
の
国
家
思
想
の
発
展
過
程
に
た
い
し
、
丸

山「

史
学」

の

「

国
家
の
思
想」

の

「

概
念」

把
握
は
、
半
面 

に
お
い
て
妥
当
で
も
あ
'り
反
面
に
お
い
て
至
当
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
肯
定
し
得
る
と
共
に
反
論
し
#
る
が
如
き
関
係
に
あ
る
と
い
ぅ
事
実
を 

み
と
め
ぅ
る
。
す
な
わ
ち
、
慶
応
元
年
の
執
筆
と
推
定
せ
ら
れ
る
'r.

西
洋
事
情

」

の
稿
本
の
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る

「

政
治」

.の

「

体
裁」

は

「

四

様」

に

「

区

別」

せ

ら

れ

て

"

を

|
9
影

」
「

鬆

影

」
「

歡

顏

■

」
「

蒙

影

」

と

見

え

.
る

の

に

反

a

慶

応

一

一

年

に

脱

稿

し

出 

版
せ
ら
れ
た
.

『

西
洋
事
情』

の
初
編
の
備
考
に
お
い
て
、：「

四
様」

の
.「

政
体」

が

「

三
様」

に

「

区
別」

：
せ
ら
れ
る
に
い
た
り
、.「

歡
船
がI

I
」

と

^.
和
政
治」

に
対
置
せ
ら
れ
，

「

立
君」

'は

「

立
君
独
栽」

.
に

「

立
君
^
律」

.
を
含
む
も
の
と
^

^
-0
如
上
の「

政
体」

論
に
お
け
る
三
分 

法
の
構
成
は
、
.「

合
衆
政
治」

を
具
現
す
る「

大
名
同
盟」

：
に
対
処
，-
^
、
：「

立
君
独
裁」

.の
,'
.

「

モ
ナ
を
確
立
；せんと：した親仏佐幕派の
 

絶
対
主
義
化
の
構
想
へ
つ
ら
な
る
。'
し
.か
し
な
が
ら
、
絶
対
生
義
論
の
靈
的
発
展
：は
幕
府
倒
壊
後
の
一
八
六
八
年
に
、『

事
情』

の
外
編
を
か
り 

て

「

政
体」

論

.

「

相
対」

：化
の
段
階
を
画
定
し
つ
■つ
も
、「

政
体」

の「

実」

.
を
重
ん
じ
て「

名」

を
軽
ん
ず
る「

相
対
/
似
過
程
の
ニ
重
化
し
ぅ 

る
機
能
の
結
果
と
し
て
、：'
一
面
に
'お
.い

て

は

、

：『

事

情』

'
め
ー
：一
編
へ
か
け
て「

モ
ナ
ル
キ」

を

「

文

明

の

「

特(
1
J

に
.転
化
せ
し
め
る
、
 

打
本
近
代
社
会
経
済
思
想
史
研
究
の
方
法
と
対
象
に
か
ん
す
る
若
干
の
考
察
^

九
五
.

(

一
四
五
丨
L
ン



九

六

(
一

四
六
〇)

反

面

に

：
お
.い
て
は
、
；斯
の
如
き「

開
化」

の

「

特
権」

.
を
担
い
得
る「

お
歡」

の「

政
体」

を
、「

英
国」

.型
の「

定
律」

か
ら「

魯
国」

型

の

r

独 

(

14
ン
 

•

裁」

へ
と
推
転
せ
し
め
る
過
程
を
も
な
し
得
た
こ
と
■は
明
か
で
あ
る
。
か
く
し
てf

西
洋
事
情』

の
初
ノ
外
ニ
了
編
に
わ
た
る
、「

ト
ハ
い
ト」 

の
思
想
の
展
開
は
ま
さ
に「

英
吉
利」

型

の

「

立
.君」

の
：「

制
it
'」

に
お
ル
处
、
.「

魯
西亜

」
：：

型
の
'r

观
裁」

の

「

皆
# '」

に
つ
い
T g
九
U

T
史 

学」

の「

概
念」

を
体
現
し
つ
づ
も
、他
面
に
お
い
て
は「

政
治」

.形
態
論
の「

相
対」

化
過
程
の
進
展
そ
の
も
の
が
、「

政
体」

の「

名」

を
軽
ん
じ
て「

実
| _ 

,を
1£
ん
ず
る「

国
家」

本
質
論
へ
の
展
開
を
：促
進
し
た
点
ょ
り
観
れ
ば
'
福
沢
論
吉
の「

国
家」

.思
想
の
発
展
そ
の
も
の
は
丸
山
教
授
の「

慨
念」 

把
握
の
限
界
を
の
り
越
え
.て
し
ま
う
訳
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
下
に
展
望
す
れ
ば
、
上
述
の「

政
治」

於
.齋
論
ょ
り「

国
家」

於
賢
論
へ
の
転
奥 

は

.慶
応
四
年
に
上
梓
せ
ら
れ
た『
西
洋
®
情』

.の
外
編
に
お
い
て
、
は
や
く
も
rm '

^ '」

.

.：の
連
動
を「

A '
心」

に
服
属
せ
し
め
る

『

変
革
：
の 

論
理
に「

其
実」

を
表
示
し
、‘
明
治
ニ
年
に
，刊
行
せ
ら
れ
た『

世
界
国
尽』

の
附
録
に
い
た
り
、「

衆
心」

の
.「

発
達」

と
同
義
に
理
解
せ
ら
b

「

文 

明」

に

「

政
治」

の
形
態
を
対
応
せ
し
めP

、
明
治
八
年
初
刊
の『

文
明
論
之
概
略』

.

.

に
い
た
る「

政
体」

論

「

相
対」

化
の
.た
め
の
画
期
的
な 

分
岐
点
を
な
し
た
の
で
あ
る
,0
そ
の
ば
あ
い
：殊
更
に
留
意
さ
る
べ
■き
は
、
六
八
年
以
降
の
い
わ
ゆ
る
职
外
化
過
程
に
あ
っ
て
も
、
象

主
義
論
を
. 

街
明
の
前
提
に
■-
,衆
心
発
達
論」

，
の
論
理
が
貫
徹
し
、

「
開
化」

.
の

「

特
権」

を
担
う
可
き「

明
治」

の

「

専
C

J ,

を
、「

人
ヽ
じ」

の

「

変
勘」 

な

い

し

は

「

智

力」

の

「

全

権」

に

従

わ

し

め

ん

：
と

し

た

試

み

な

の

で

あ

っ

て

、

こ

れ

こ

そ

は

近

代

国

家

の

階

級

的

^ '
« '
を

絶

対

主

義

の

政

治

的
 

形
壊
に
あ
ら
わ
す
、
後
進
国
の
ブ
ル
ジ
ュ
ヮ
ジ
ー
の
庠
命
的
で
は
な
い
が
独
創
的
と
も
い
.え
る
弁
証
法
に
ほ
.か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
後
進
R'

、
 

、
、
 

(
2 
ノ

本
の
近
代
思
想
に
：お
い
て
は
、
正
し
く
丸
山
氏
の
奢
名
な
福
沢
論
の
規
定
に
反
し
て
、「

価
値
判
断
の
.
か
性」

が
政
治
的
な
於
；
^
主
義
と
相
伴 

う
と
，

>

う
事
実
.の
う
ち
に
、
本
論
の
筆
者
が
丸
山
田
心
想
史
学
批
判
の
最
後
の
言
葉
を
読
む
と
い
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

.
 

• 

- 

- 

. *
(

1

)

ち
な
み
に「

日
本
の
思
想」

(

丸

山『

日
本
の
思
想』

所
収
。)

に
お
い
て
、
丸
山
教
授
が
い
わ
ゆ
る「

思
想
の
^

^

4
J
I

説され

る
と
き、それは
 

国

家

の「

認
識
,

的」
(

同
書
36

頁
。)

な
構
造
と
し
て
、
第
一
義
的
に「

政
治
構
造」

(

同
上
37

頁
。)
と

「

知
的
構

造

」
(

同
上
55

頁
.

。)

の

「

全
体
溝
造」

(

同 

上
抑
冥

)

に
わ
た
る「

思
想」

と
理
解
せ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち「

制
度
i

i

H-
'

か
精
神」

が
問
題
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
が
、
狭
義
な
い
し
ば
鼓
笼
に
お
け
る

思
想
の
概
念
が
第
二
義
的
に
知
的
構
造
’の
次
元
で
把
握
せ
ら
れ
も
す
る
か
ら
本
文
の
指
摘
は
前
者
の
概
念——
「

思
想」
の
概念

—

に
つ
い
て
い
っ
て
る
。

.(

2)

：「…
…

問
題
は
ど
こ
ま
で
も…

…

日
本
国
家
の
認
識
論
的
構
造
に
あ
る
。」

(

丸
山
前
掲
書
36

頁
。)

(

3)
「

思
想
や
精
神
に
だ
け
、
国
民
的
あ
る
い
は
個
人
的
な
特
殊
性
を
み
と
め
、
政
治
や
経
済
の
制
度
は『

物
質
的』

.な
も
：の
：

し
た
が
っ
て
普
遍
的
な
も
の 

で
、
普
遍
的『

近
代』

と
普
遍
的『

封
建』

が
あ
る
だ
.け
だ
と
い
う
想
定
が
、
自
然
科
学
者
や『

唯
物』

論
者
だ
け
で
な
く
、『

個
性』
や

『

精
神g

に
た
て 

.
こ
も
る
文
学
者
に
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
技
術
も
機
械
も
、
生
産
関
係
も
、
議
会
制
も
、
み
な
同
じ
平
面
で
物
質
的『

メ
ヵ
-

!

ズ
ム』

と
し
て
等
視
さ
れ
.

、

.

.

 

そ
れ
の
存
否
に
.よ
っ
て
普
遍
的
近
代
化
が
卜
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
機
械
そ
れ
自
体
は
世
界
共
通
で
あ
っ
て
も
、
人
間
関
係
が
介
在
し
た
制
度
は
す 

で
に
ヵ
ル
チ
ュ
ァ
に
よ
っ
て
個
性
的
な
差
を
帯
び
る
。」

(

同
上
36〜

37
頁
。)

.し
か
し
な
が
ら
、「

機
械
そ
れ
自
体」

と

「

人
間
関
係
が
介
在
し
た
制
度」
の
相 

互
関
係
は
社
会
科
学
の
対
象
^
域

に

-*
>'

け
る
齊
遍
と
特
殊
の
.問
題
を
構
成
し
え
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
矛
盾
を
な
し
え
ず
解
決
さ
れ
え
な
い「

矛
菅，1
な
の
で 

あ
る
。

4)
「

日
本
の
近
代
国
家
の
発
展
.の
ダ
ィ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、

一
方
中
央
を
起
動
と
す
る
近
代
化
.

(

中
略)

.

.
が
地
方
.と
下
1|

に
波
及
.
下
降
し
て
行
く
プ
ロ
セ
ス
と
、
 

他
方
、

.『

む
ら』

あ
る
い
は『

郷
党
社
会』

を
モ
デ
ル
と
.す
る
人
間
関
係
と
制
裁
様
式(

中
略)

が
底
辺
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
.て
あ
ら
ゆ
る
国
家
機
構
や
社

.
会
組
織
の
内
部
に
転
位
し
て
行
く
プ
尸
セ
ス
と
、
こ
の
両
方
向
の
無
限
の
往
復
か
ら
成
っ
て
い
る
。」

(

同
上
47
頁
。)

そ
れ
ゆ
え
、
日

本

「

近
代
化」

の
過
程 

.
も
問
題
解
決
的
な
矛
盾
の
運
動
と
し
て
は
把
握
さ
れ
な
い
。

.

5)

こ
の
ば
あ
い

『

申
津
藩
福
沢
論
吉
手
録
西
洋
事
情
完

』
(

福
沢
論
吉
全
集
第
十
九
巻
所
収〔

写

本「

西
洋
事
情」

〕
)

を
い
み
す
る
。「『

西
洋
事
情』

初 

篇
の
版
本(

三
册)

の
公
刊
に
就
い
て
は
著
者
は『

本
編
の
翻
訳
は
今
玆
三
月
よ
り
公
務
の
暇
、
業
を
起
し
六
月
下
旬
に
至
り
初
編
初
て
稿
を
脱
せ
り』

云
 々

と
慶
応
ニ
年
丙
寅
七
月
の
日
付
で
序
文
を
記
し
て
い
る
。
即
ち
此
の
著
の
脱
稿
は
慶
応
ニ
年
の
六
月
下
旬
で
、
上
梓
刊
行
さ
れ
た
の
は
そ
の
年
の
秋
の
頃
で
あ

っ
た
。
し
か
る
に
慶
応
元
年
、
外
国
奉
行
柴
田
日
向
守
が
特
命
弁
理
官
と
し
て
英
仏
に
赴
く
の
に
従
っ
て
渡
欧
、
約
十
ヶ
月
に
し
て
帰
朝
し
た
岡
田
摂

-
熊

本
の
人
、
大
阪
緒
方
塾
及
び
福
沢
塾
に
学
ん
だ
人——

の
著『

航
西
小
記』

慶
応
ニ
年
二
月
:̂

の
序
文
中
に『

余
が
師
福
沢
子
囲
先
生
往
年
再
度
西
洋
諸
国
を 

遍
歴
し
見
て
之
を
記
し
問
ふ
て
之
を
録
し
稿
已
に
成
づ
て
西
洋
填
情
と
題
言
す』

云
々
と
あ
る
。『

航
西
小
記』

の
序
文
に
拠
れ
ば
、『

西
洋
事
情』

版
本
以
前 

に

r

西
洋
事
情』

稿
本
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
又…

…

、
尾
佐
竹
博
士
所
蔵
の
福
沢
建
白
書(

長
州
西
征
に
関
す
る
も
の)

写
本
の
末
尾
に
は『

昨
八
月
よ
り

.
書
き
綴
っ
た
西
洋
事
情
と
い
う
小
册
子』

と
あ
る
。
し
か
ら
ば『

昨
八
月』

即
ち
慶
応
元
年
八
月
よ
り
稿
を
起
し
、慶
応
ニ
年
二
月
以
前
に
脱
稿
し
て
い
た『

西 

洋
琪
情』

稿
本
が
既
に
出
来
上
っ
て
居
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
稿
本
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
先
年
来
、
慶
応
義
塾
図
書
館
で
所
蔵
し
て
•い 

た

『

西
洋
祺
情』

ー
册
の
写
本
が
あ
る
が
、
此
の
写
本
の
原
本
が
そ
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
慶
応
義
塾
図
書
館
所
蔵
の
写
本
は『

申
渉 

_
福
沢
論
吉
手
録
西
洋
琪
愦
完』

と
題
し
た
も
の
で
あ
る
。…

…

福

沢

が『

長
州
苒
征
に
湖
す
る
建
白
書』

〔

該
論
の
論
者
に
よ
り
慶
応
ニ
年
七
月
以
前

汩
本
龙
欣
赴
浍
礙
济
邋
想
^

研
究
の
方
法
と
澍
象
祀
か
ん
寸
る
若
干
の
考
察
^

,

九

七

(

一
®
六
一
.

)



九

八

1

四
六
ニ)

§
上
觀
と
推
足
さ
れ
た
。
.

(

範
者
&

記
。)

3.

に
添
附
し
た
‘
酔
萍
亊
懂』

は
此
の
稿
本
と
同
様
の
も
の
と
断
忠
し
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
ぅ
。」

(

昆
If

和
ヒ「

自 

ft
i
民
権
運
動
に
関
す
る
一
考
察
㈠

I

黎
明
期
.に
於
け
る
福
沢
論
吉(

上
>——

」
〔

.

『

史
学』

第
二
十
四
巻
、
第
二
ー
三
号
、
17〜

18

頁
J

(

6)

.「

〇
政
治
に
四
様
あ
り
。
 

'

.

.
第
.

 

一

.

'

:

『

モ
ナ
ル
キ』
君
を
建
て
餅
を
定
め
政
府
の
命
を
以
て
号
令
す
る
を
ー
.ム
ふ
。

第
二

『

レ
ピ
ユ
ブ
リ
ー
キ』
門
地
貴
賤
を
論
ぜ
ず
人
望
の
厲
す
る
者
を
立
て
主
長
と
為
す
を
云
ふ
。
即
所
謂
合
衆
政
治
な
り
。

第
三
:-
;

.

:

.

. 

-
 

『

ク
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
も
国
内
尊
貴
の
人
相
集
て
政
治
を
為
す
を
云
ふ
。

.

第
四

『

ア
ゥ
ト
ク
ラ
シ』

主
君
独
裁
の
義
.

に
て
、
只
国
君
一
人
の
意
に
随
て
号
令
す
る
を
云
ふ
。」

(〔

写

本「

西
洋
事
情」

〕

福
沢
論
吉
全
集
第
十
九
卷
17
7

頁
。)

(

7)
「

政
治
.に
三
様
あ
り
。
日
く
立
君
、

礼
楽
征
伐
ー
君
ょ
り
出
づ
。日
く
貴
族
合
議
、57
”#

ト
国
内
の
貴
族
名
家
相
集
て
国
政
を
行
ふ
。
日
く
共
和
政 

治
、i

t

パ

門
地
.

貴
賤
を
論
ぜ
ず
人
望
の
属
す
る
者
を
立
て
X
主
長
と
な
し
国
民|

般
と
協

議

し

て

政

を

為

す

.。

又

立

君
の
政
治
に
二
様
の
区
別
あ
り
。
唯
国

-

君
一
人
の
意
に
随
て
事
を
行
ふ
も
の
を
立
君
義
n

ポ
と
云
ふ
。
魯
西
亜
、
支
那
等
の
如
き
政
治
、
是
な
り
。
.国
に
二
王
な
し
と
雖
ど
も
一
定
の
国
律
あ 

り
て
君
の
権
威
を
抑
制
す
る
者
を
立
君
定
律
H

t
J r
f i
と
云
ふ
。

現
今
欧
羅
巴
の
諸
国
此
制
度
を
用
ゆ
る
も
の
多
し
。」

(『

西洋事情初編巻 

之

一

備

考』

同
全
集
第
ー
卷
28
9

頁
。)

:

(

8)
「

去
る
午
年
西
洋
諸
国
と
御
条
約
御
取
結
に
相
成
、
新
規
御
改
法
有
之
候
所
、
太
平
打
続
候
余
り
、

人
の
耳
目
に
馴
れ
ざ
る
義
に
付
、

御
改
法
の
御
趣
意 

は
篤
と
承
知
も
不
仕
、

一
時
人
気
動
揺
い
た
し
候
所
え
、
諸
藩
士
竝
に
浪
人
の
輩
、
平
生
其
身
に
不
足
有
之
候
者
共
、
人
気
の
騷
立
候
を
好
き
折
と
い
た
し
、
 

妄
に
鎖
国
攘
夷
杯
申
儀
を
唱
へ
、
諸
大
名
え
説
込
、
又
は
京
都
え
立
入
"
議
論
の
不
及
所
は
力
業
に
て
公
然
と
人
を
殺
害
致
す
等
、
其
勢
追
々
増
長
.致
候
に 

仞
、

一

に
は
其
勢
に
劫
れ
、

一

に
は
其
説
に
迷
ひ
候
て
、
京
都
始
諸
侯
に
も
右
浪
人
共
の
申
分
に
致
一
味
候
者
も
有
之
哉
に
て
、
既
に
一
昨
年
大
和
一
揆
、
尚 

又
野
州
騷
動
、
長
州
暴
発
等
、
不
容
易
儀
指
起
り
、
何
れ
も
表
向
は
尊
王
攘
夷
杯
唱
候
得
共
、
内
心
は
不
測
の
禍
心
を
抱
き
候
義
、
誠
に
以
て
恐
多
義
に
御
座 

候
。
畢
竟
は
京
都
雲
上
の
人
々
粒
に
諸
大
名
の
下
情
に
通
ぜ
ず
、
軽
々
敷
下
人
の
申
立
を
取
用
ひ
愚
弄
被
致
候
ょ
り
指
起
候
義
に
て
、
時
運
と
は
乍
中
、
下
ょ 

り
上
を
凌
ぎ
御
国
法
を
不
奉
恐
悪
弊
に
御
座
候
。」

(
「

御
_
務
の
儀
に
付
中
上
候
書
付」

'同
上
第
ニ
十
卷
3
頁
。)

(

9)

 

「 

殊
に
近
来
は
新
聞
紙
杯
に
大
名
同
盟
等
申
説
を
唱
候
徒
党
有
之
、

右
は
此
迄
政
府
の
御
処
置
を
満
足
に
不
心
得
、

由
て
唯
今
の
御
条
約
を
廃
し
、

諸
大
名
を
同
盟
為
致
、
日
耳
曼
列
国
の
振
合
に
て
新
に
同
盟
の
諸
侯
と
条
約
可
取
結
と
申
趣
意
に
て
、
英

公

使

パ

ル

ク

ス

杯

も

内

実

は

其

説

に

心

酔

、
.べ
し
居 

候
哉
の
趣
、
尚
又
薩
州
其
外
襲
ょ
り
も
御
遊
学
生
多
人
数
海
外
へ
罷
越
居
候
其
者
共
、
何
れ
も
大
名
同
盟
の
説
に
可
有
之
に
付

、
：長
州
の
者
ど
も
も
彼
国
に 

お
ゐ
て
自
ら
依
頼
い
.た
し
候
処
も
有
之
、
右
童
輩
と
@
談
じ
、
多
方
に
遊
説
い
た
し
又
は
新
聞
紙
等
へ
専
ら
同
盟
の
説
を
弁
論
仕
候
は
气j

時
欧
羅
巴
の 

人
心
を
霞
け
各
政
麻
の
.評
讓
も
之
が
為
め
変
動
い
た
し
間
敗
と
も
難
申
、
万
.々

一
右
様
の
義
御
座
候
て
は
、

御
家
の
御
浮
沈
は
申
迄
も
無
之
、
全
日
本

国 

内
争
乱
Q

f
 
m〕

、
四
分
五
裂
、
5

挽
回
す
ベ
か
ら
ざ
る
の
形
勢
と
相
成
、
其
禍
災
の
大
な
る
は
此
度
長
州
一
国
の
叛
逆
杯
と
同
日
Q

1
有

之
間
敷

奉

存
候
間
'
速
に
御
預
防
の
御
処
置
無
之
て
は
相
成
申
間
敷
、

.」
(〔

長
州
再
征
に
関
す
る
建
^
書〕

同
上
8
頁
。)

(
S
)
「

如
何
様
相
考
候
共
大
君
の
モ
ナ
ル
キ
に
無
之
候
て
は
、
唯
々
大
名
同
士
の
力
ジ
リ
ヤ
ィ
に
て
、
我
国
の
文
明
開
化
は
進
み
不
申

、
今
日
の
出

に

出

て
jy 

名
同
盟
の
説
を
唱
候
者
は
、一

国
の
文
明
開
化
を
妨
げ
候
者
？

、
即
ち
世
界
中
S

人
、.
万
国
公
法
の
許
さ
.
1

所
な
り
。
此
P

S
決
し
て
御
忘
却
被
K 

間
敷
候
。

」
(「

福
沢
英
之
助
宛
慶
応
ニ
年
十
一
月
七
日
付
，.福
沢
論
吉
書
翰」

同
上
第
十
七
卷
31

頁
。

)

(

U)

.「

慶
応
ニ
年
七
月
二
十
九
日
、.
福
沢
は
、
彼
が
師
事
し
て
い
た
元
軍
艦
奉
行
木
村
喜
毅
を
訪
ね『

長
州
再
征
に
関
す
る
建
白
書』

を
示
し
た
。
木
村
？

L 

月
六
日
京
都
で
老
中
小
笠
原
長
行
に
会
い
、.
福
沢
の
建
白
書
を
提
出
し
た
。
す
で
に
八
月
二
十
一
日
に
は
、
将
軍
家
茂
の
.喪
を
理
由
に
、
征
長
休
戦
の
御
沙
汰 

I

が
出
て
.い
.る
か
ら
、
/建
白
書
は
時
期
I

れQ

も
の
と
な
っ
て
い
た
が
、
木
村
は
'
と
も
か
く
も
福
沢
の
頼
み
を
.は
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
小

薏

M
幕
閣 

の
中
心
人
物
、
し
か
も
征
長
.に
関
す
る
強
硬
派
で
、
駐
日
フ
：ラ
ど
ス
公
使
ロ
.ッ
シ
ュ
と
の
交
渉
の
衝
に
あ
允
っ
.て
、
幕
仏
提
携
を
す
す
め
て
ぐ
こ
。
.福
,
の̂
建 

白
書
は
.
渡

る

べ

き

：と

：こ

ろ

に

渡

：っ

.た
と
い
え
.る
。…

…

同
年
六
月
二
十
五
日
.小
笠
原
長
行
は
仏
国
公
使
ロ
ッ
：シ
ュ
と
讓
し
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
軍
艦
、
大
泡
.
 

の
援
助
方
を
交
渉
し
て
い
る
。
.こ
う
し
た
幕
間
内
の
密
讓
を
ど
と
ま
で
福
沢
が
如
っ
て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
外
交
文
書
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
お
り
、
ま
た 

幕
仏
軍
事
提
携
の
蹲
が
当
時
相
当
広
範
囲
に
流
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
察
し
て
、
幕
開
の
動
き
と
福
沢
の
建
白
4
が
餐
係
な
も
の
だ
と
は
考
え
に
く

い
。…

…

 

.福
沢
は
建
由
書
の
な
か
で
、
■

新
聞
紙
上
に
伝
え
ら
れ
る
大
名
同
盟
説
を
は
げ
し
く
非
難
し
た
。
奮
と
の
間
の
.現
行
条
約
を
廃
止
し
、
あ
ら
た
め
て
大
名 

同
盟
と
の
間
に
新
し
い
条
約
を
卷
ぼ
う
と
す
る
案
で
、
ィ
ギ
リ
'ス
公
使
パ
1
ク
ス
も
支
持
し
て
い
る
。
も
し
も
こ
の
説
が
ひ
ろ
ま
り
、
列
国
が
動
揺
す
る
こ
と 

に
な
れ
は
：蒜
府
の
浮
沈
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
全
日
本
国
内
の
争
乱
の
基
を
開
く
，で
あ
ろ
う
。
-

:

こ
う
雪
し
て
い
る
。〔

注(
0
0

参
照
。'

1

こ
の
大
名
同
. 

盟
説
は
、
お
.そ
ら
く
は
慶
応
二
年
四
月
下
旬
の
.こ
ろ
へ
ジ
ャ
パ
.ン
•
タ
ィ
ム
ズ』

紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
横
浜
英
国
領
事
館
附
通
訳
官
ァ
丨
ネ
ス
ト
.
サ
ト
ゥ
の 

論
説
で
、
の
ち『

英
国
策
論』

と
題
し
て
和
訳
が
刊
行
さ
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
薩
長
な
ど
倒
幕
'派
が
I

専
制
を
墓
す
る
論
拠
と
し
て
主
張
し
た
も
の
を
さ 

丨
す
の
で
あ
ろ
う
。」

.
S
山
茂
樹「

維
新
当
時
の
福
沢
の
思

想」
〔

三

枝

博音
記
念
論
集
編
集
賣
会
編『

世
界
史
に
お
げ
る
日
本
の
文
化』

94〜

96
3

 

(

12)
「

政
府
の
種
類
は
、
第j

立
君
、
第
二
貴
族
合
讓
、
第
三
共
和
政
治
と
' 
三
様
に
其
体
裁
を
異
に
す
れ
ど
も
、
事
実
に
於
て
は
明
に
其
区
別
を
立
て
其
体
，
 

氟
を
説
き
難
し
。
故
に
今
此
条
に
於
て
は
、
唯
政
府
の
施
す
可
き
処
置
と
、
随
て
_生
ず
可
き
事
倩
と
を
論
ず
る
の
み
。

日
本
近
代
社
会
経
済
思
想
史
研
究
の
方
法
と
対
象
に
か
ん
す
る
若
干
の
考
察
㈠

‘ 

. 

t九

(I:

四
六
三)



. 

ー

〇

〇

(

.

一
四
六
四)

政
府
.

の
体
裁
は
、
.

何
様
'

た
：る
を
論
ぜ
ず
、
又
其
年
代
の
薪
旧
に
も
拘
ば
ら
ず
、
国
中
の
人
心
.

を
得
る
所
以
は
恩
徳
を
施
す
に
在
り
。
徳
を
以
て
、
を
5

す
％ 

ば
其
政
府
安
妥
に
し
て
、
♦

令
ひ
横
逆
の
事
件
起
る
と
も
之
を
和
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
：
：
：
澳
地
利
の
如
き
は
其
政
府
の
体
裁
、.

殆
ん
ど
立
君
独
說
,c

似
た 

る
も
の
.

な
れ
ど
も
、
仁
君
办
名
あ
る
第
ニ
世
フ
ラ
ン
ゝ
ゾ
ス
帝
の
時
代
に
は
、
其
政
、
却
て
仏
蘭
西
の
共
和
政
治
よ
り
も
寛
大
な
り
。
是
即
ち
政
治
の
名
実
相
齟 

齬
す
る
一
例
な
り
。
千
八
.

百
四
十
八
'

年
仏
蘭
西
の
共
和
政
治
は
、
国
中
の
人
民
こ
れ
を
好
む
者
少
く
し
て
，

其
事
情
甚
だ
困
難
な
り
し
と
云
ふ
ぐ(

『

西
洋
辦 

情

外

編

』

福
沢
論
吉
全
集
第
ー
卷
41
9

頁
。)

： 

•

(

13)
「

文
明
開
化
の
特
権
と
は
、
君
上
の
特
権
を
以
て
下
民
を
保
護
し
、'

」

れ
を
文
明
に
導
て
脩
徳
開
知
の
趣
意
を
知
ら
し
め
、

強
大
を
抑
へ
弱
少
を
揚
げ
、
 

人
，々

を
し
て
独
立
不
羈
な
ら
し
め
ん
が
た
め
、.
或
は
君
上
の
暴
威
を
遥
ふ
す
る
こ
と
あ
.

る
を
云
ふ
。
十
又
那
人
.

の
口
吻
に
云
へ
る
如
く
"
之
に
由
ら
し
め
之
を
知 

ら
し
め
：ず
と
て
、
権
謀
術
数
以
て
下
民
を
愚
に
し
、
民
を
視
る
こ

と
土
芥
の
如
く
し
て
い
独
り
，君
上
政
府
の
威
光
を
張
る
に
は

非

ら

ず

。

是
即
ち
魯
西
亜

と

支 

那
と
、
：其
風
俗
相
同
じ
か
ら
ず
し
て
強
弱
相
敵
：せ
ざ
る
所
以
な
る
乎
。」

，

(『

西
洋
事
倩」

ー
編』

'

司
全
集
第
ー
卷
54
0

'

頁
。)

： 

.

.

(

14)

.

.：「

#

西
亜
に
於
て
は
生
殺
与
奪
の
権
柄
、
'

帝

の

一

手

，
に

在

.，

り

。
：

，

…

.帝
の
権
威
に
は
.

分
限
な
く
、

帝
の
存
意
は
即
ち
国
の
法
な
り
。

.

.

抑
も
方
今
魯
西 

亜
の
形
勢
を
察
す
る
に
、今
の
政
体
を
廃
し
.

な
ば
、他
に
採
用
す
可
き
.

策
略
な
か
る
可
し
。
即
ち
今
の
政
体
は
下
民
ニ
般
の
悦
ぶ
.

所
な
れ
ば
、
其
民
心
に
反
し
て 

政
を
施
す
可
ら
ざ
る
は
固
よ
&

を

俟

孕

。
量

.

民
Q

為
め
.

に
m

り
て
も
、
政
治
一
途
に
出
で
>

威
権
赫
々
た
る
に
非
ざ
れ
ば
、
其
開
化
を
進
め
其
安
全
を 

保
す
る
の
術
な
し
。
無
数
の
群
民
、
產
众
く
知
な
べ
又
威
カ
な
し
。
此
小
民
を
支
配
す
る
政
府
に
し
て
、
其
政
権
を
国
内
の
貴
族
等
に
分
た
ば
、
民
の
暴
政
に 

苦
し
む
こ
と
今
日
に
百
倍
し
、
遂
.

に
は
ポ
ー
ラ
ン
；ド
の
轍
を
踏
で
.

国
を
亡
す
と
と
必
せ
り
。

…
…

帝
の
恐
る
X

所
の
者
は
唯
貴
族
に
し
て
下
民
に
非
ら
ず
。
下 

民
は
常
に
帝
を
尊
ぶ
こ
と
祌
の
如
し
。
千
八
首
六
士
一
年
よ
り
六
十
五
年
に
至
^

ま
で
の
間
に
囯
内
売
奴
の
法
を
廃
し
た
る
も
、
小
民
の
悦
ぶ
所
に
し
て
、
貴 

族
等
は
こ
れ
が
為
め
大
に
権
を
落
せ
り
。

日
の
事
情
を
以
て
考
る
に
、
魯
西
亚
の
如
き
国
を
治
る
に
は
、
唯
文
明
開
化
の
特
権
を
盛
に
す
る
の
二
策
に
在
る 

の
み
。
今
魯
西
亜
に
於
て
遽
に
衆
庶
会
議
の
政
を
施
さ
ん
七
す
る
も
’

名
は
衆
麻
に
し
て
実
は
衆
庶
な
ら
ず
、
徒
に
無
用
の
人
に
無
用
の
権
威
を
附
与
し
、
国 

の
為
め
に
益
な
き
.

こ
と
、
猶
英
吉
利
に
於
て
君
上
特
権
の
政
を
行
ふ
が
如
く
な
る
可
し
。」

(

同
上
53
9

〜

54
0

頁
。)

(

15)
「
…
…

英
国
政
府
の
如
き
、
制
度
整
奔
に
し
て
内
外
安
寧
な
る
.

こ
と
殆
ん
ど
海
内
に
比
類
な
し
と
雖
ど
も
、

議
論
を
以
て
其
実
際
を
名
状
す
可
ら
ず
。

或 

は
其
政
府
、
自
か
ら
_

を
行
ひ
随
て
又
自
か
ら
抑
制
す
る
も
の
と
云
て
可
な
ら
ん
か
。
都
て
其
実
に
行
は
る
X

事
.

は
、
其
外
に
顕
は
る
X

体
裁
に
異
な
り
。
其 

ニ
ー
を
挙
て
云
ん
に
、
政
府
の
上
に
立
つ
者
は
君
主
に
し
て
自
か
ら
独
権
あ
り
、
若
し
其
独
権
を
恣
に
せ
ば
、
国
中
の
害
を
為
す
可
き
答
な
れ
ど
も
、
嘗
て
其 

患
な
し
。
.…

：
下
院
の
内
は
尊
卑
の
別
な
く
、
全
く
共
和
政
治
の
体
裁
な
る
可
き
答
な
れ
ど
も
、
其
議
事
官
多
く
は
名
家
の
人
に
て
、
自
か
ら
貴
族
合
議
の
風 

あ
り
。
抑
も
斯
の
如
き
政
府
に
て
斯
の
如
き
政
の
疗
ば
る
、
所
以
は
、
' 

年
代
時
運
に
由
て
一
般
の
人
心
、
互
に
我
意
を
忍
び
、
自
然
に
国
の
制
度
を
敬
畏
す
る 

の
風
俗
に
赴
き
し
が
故
な
り
。
.

今

若

し
.Ji
t

政
治
を
以
て
他
国
に
施
さ
ん
と
す
る
も
、

其
風
俗
人
心
に
欠
典
あ
れ
ば
必
ず
其
功
を
奏
す
る
こ
と
な
か
る
可
し
。」

(『

西
洋
•

情

外

編

』

同
上
42
2

~

42
3

頁
。)

.

(

16)
「

欧
羅
巴
に
て
も
其
国
々
の
風
習
に
由
り
、
国
政
は
尽
く
官
府
有
司
の
手
よ
り
出
で
、
国
中
に
人
物
あ
り
と
雖
ど
も
政
治
に
関
係
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の 

多
し
。
斯
る
風
習
の
存
す
る
国
に
於
て
、
俄
に
平
人
を
挙
て
議
玫
の
権
を
附
与
す
る
と
も
、
其
人
嘗
て
政
治
の
事
に
慣
れ
ず
し
て
其
味
を
知
ら
ざ
る
が
故
に
、
 

興
権
あ
る
も
其
欺
を
為
し
能
は
ざ
る
べ
し
。
.

.

：
：
故
に
今
仏
蘭
西
、
日
耳
曼
S

て
、
立
君
独
裁
の
政
を
俄
に
共
和
政
治
に
変
ぜ
ん
と
す
る
と
も
、
芯
ず
_

功 

を
遂
る
こ
と
能
は
ず
し
て
国
の
不
幸
と
な
る
可
し
。」

(

同
上
42
1

頁
。)

 

.

(

17)
「

国
の
文
明
に
便
利
な
る
も
の
な
れ
ば
、

政
府
の
体
裁
は
立
君
に
て
も
共
和
に
て
も
其
名
を
問
は
ず
し
て
其
実
を
^

る
可
し
。

開
闢
の
時
よ
り
今
日
に
至 

る
ま
で
、
世
界
に
て
試
た
る
政
府
の
体
裁
に
は
、
立
君
独
裁
あ
り
、
立
君
定
律
あ
り
、
貴
族
合
議
あ
り
、
民
庶
合
議
.

あ
れ
ど
も
、…

…

政
は
其
実
に
就
て
見
る 

可
し
、
其
名
の
み
を
聞
て
之
^

1

評
す
可
ら
ず
。.

政
府
の
体
裁
は
心
ず
し
も
一
様
な
る
可
ら
ざ
る
が
故
に
、
其
議
論
に
当
て
は
学
者
宜
し
く
心
を
寛
に
し
て
一
方 

に
僻
す
る
こ
と
勿
る
可
し
。
名
を
争
ふ
て
実
を
害
す
る
は
古
今
に
其
例
少
か
ら
ず
。

…
…
(

中
略)

…
…

政
治
の
名
を
何
と
名
る
も
必
竟
人
間
交
際
中
の
一
箇
条 

た
る
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
、
僅
に
其
一
繁
の
体
裁
を
見
て
文
明
の
本
旨
を
判
断
す
可
ら
ず
。
其
体
裁
果
し
て
不
便
な
ら
ば
之
を
改
る
も
可
な
り
、
或
は
事
実
に
妨 

な
く
ば
之
を
改
め
ざ
る
も
可
な
り
。
人
間
の
目
的
は
唯
文
明
に
達
す
る
の
一
事
あ
る
の
み
。…

…

文
明
は
譬
へ
ぱ
鹿
の
如

く

、

政
治
等
は
射
者
の
如
し
。
射
者 

固
よ
り
一
人
に
非
ず
、
其
射
法
も
亦
人
々
流
を
異
に
す
可
し
。
唯
其
目
途
と
す
る
所
は
鹿
を
射
て
こ
れ
を
獲
る
に
在
る
の
及
。
鹿
を
さ
へ
獲
れ
ば
、
立
て
こ
.—

 

を
射
る
も
、
坐
し
て
こ
れ
を
射
る
も
、
或
は
時
宜
に
由
り
赤
手
を
以
て
之
を
捕
る
も
妨
あ
る
こ
と
な
し
。
特
り
一
家
の
射
法
に
拘
泥
し
て
、
中
た
る
可
き
矢
を 

射
ず
、
獲
べ
き
鹿
を
失
ふ
は
、
田
狐
に
拙
な
る
も
の
と
云
ふ
可
し
。」

(『

文
明
論
之
概
略』

同
全
集
第
四
卷
42〜

50

頁
。)

(

18)
「

文
明
論
と
は
人
の
精
神
発
達
の
議
論
な
り
。
.

其
趣
意
は

…
…

天
下
衆
人
の
精
神
発
達
を
一
体
に
集
め
て
、

其
一
体
の
発
達
を
論
ず
る
も
の…

…

故
こ
文 

明
論
、
或
は
之
を
衆
心
発
達
論
と
1

2

も
可
な
り
。」

(

同
上
3

-I
J

 

:

(

19)
『

世
界
国
尽』

の
意
味
と
意
義
■

に
つ
い
て
は
、
田

中
明「

日

本『

近
代
化』

思
想
の
形
成
と
そ
の
構
造
/(

慶
応
義
塾
経
済
学
会
編r

経
済
学
年
報』

8

、

15
0

〜

15
1

頁
。)

の
論
述
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
：

§

.

「

政
府
ー
新
.0

時
よ
り
、
在
官
の
人
物
カ
を
尽
さ
|

に
非
ず
、

其
才
力
亦
拙
劣
な
る
に
非
ず
と
雖
ど
も
、
.事
を
行
ふ
に
当
り
如
何
と
も
す
可
ら
ざ
る
の 

.

.原
因
あ
り
て
意
の
如
く
な
ら
ざ
る
も
の
多
し
。.
其
原
因
と
は
人
民
の
無
知
文
盲
即
是
な
り
。
政
府
既
に
其
原
因
の
在
る
所
を
知
り
、
頻
り
に
学

術

を

勧

め

法

律
 

M

を
讓
し
商
法
を
立
.

る
の
.

道
を
示
す
等
、
或
は
人
民
.

に
説
論
し
或
は
自
か
ら
.先
例
を
示
し
百
方
其
術
を
反
す
と
雖
ど
-

も
、
今
日
に
至
る
ま
で
未
だ
実
効
の
挙
る
を 

見
ず
、政
府
は
依
然
た
る
専
制
の
政
府
、人
民
は
依
然
た
る
無
気
無
力
め
愚
民
の
み
。…

…

上
下
の
間
隔
絶
し
て
各
一
種
無
形
の
気
風
を
成
せ
り
。
其
気
風
と
は 

所

謂

『

ス
ピ
リ
ッ
ト』

な
る
も
の
にV

、
.

俄
に
こ
れ
を
動
す
可
ら
ず
。
近
日
に
至
り
政
府
の
外
形
は
大
に
.

改
り
た
れ
ど
も
、
其
専
制
抑
圧
の
気
風
は
今
尚
存
せ 

り
。
人
民
も
稍
権
利
を
得
る
に
似
た
れ
ど
も
、
其
卑
屈
不
信
の
気
風
は
依
然
と
し
て
旧
に
異
な
ら
ず
。」

(『

学
問
の
す
4

'

四
編』

福
沢
論
吉
全
集
第
三
巻

日
本
近
.

代
社
会
経
篇
想
史
研
究
の
方
法
と
対
象
に
か
ん
す
る
寧
の
考
察
o
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0

一
 

.
(
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四
六
五)
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)

49〜
50

頁
。)

§
 

.
「

人
事
漸
く
繁
多
に
し
て
身
心
の
需
用
次
第
に
増
加
す
る
に
至
て
、

世
間
，に
発
明
も
あ
り
工
夫
も
起
り
、

5

の
.事
も
亡
ネ
し
く
学
問
の
道
も
多
端
，

J

し

を
.得
ず
是
に
於
て
ヵ
始
て
智
力
に
全
権
を
執
り
以
て
文
明
の
進
歩
直
る
可
き
な
り
。
都
て
人
類
の
働
は
愈
単
一
な
れ
ば
其
、
：
：

3

寒
な
ら
ざ
る
を
辱
ず
。
 

其
心
愈
専
な
れ
ば
其
権
力
愈
偏
I

る
I

ず
。
丨

今

の

西

洋

醫

Q

f
望

里

れ

I

Q

I
と
S

可

な

り

。
故
に
文
明
を
進
M

s
 

は

勉
め
て
人
事
を
忙
は
し
く
し
て
雷
を
繁
多
な
ら
し
め
、
事
物
の
軽
重
大
小
を
問
は
ず
、
多
々
益
こ
れ
を
採
用
し
て
益
精
神
の
働
を
活
発
な
ら
し
む
る
こ 

在
り
。

」
(『

文
明
論
之
概
略』
.同
全
集
第
四
卷
23
頁
。) 

，
 

. 

i

(

Z

)
「

销断の

1

対主義は政治的絶対

±'
^ '

と挪

# '

ぅ。

」
{；

丸山真男

「

福沢論吉の哲学

——

とくにその時事批判との関連

-—
」

〔

1

掲

『

£代主
 

義』

72

頁
。)
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一

研究ノ - 卜

第
一

ィ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

研

究

に
か
ん
す
る

最
近
の

動
向

飯

.

田

.
鼎

一
九
六
四
年
は
、
第
一
ィ
ン
ター

ナ
シ
ョ
ナ
ル
創
立
一
〇
〇
年
.に
あ
た
り
、

運
動
の
中
心
地
、
ィ
ギ
リ
ス
を
.は
じ
.め
、
マ
ル
ク
ス
‘
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
事
業
を 

'E
念
す
る
た
め
に
絶
大
な
努
力
を
払
っ
て
き
た
ソ
ヴ
- 
I

ト
に
お
い
て
は
、
学 

界
や
社
会
主
義
運
動
の
分
野
で
、
活
発
に
記
念
祭
が
行
わ
れ
た
と
き
い
て
い 

る

し

.力

し

.わ
が
国
で
は
、.
こ
の
一
〇
0
年
祭
は
、
あ
ま
り
注
意
さ
れ
ず
に 

終
っ
て
し
ま
っ
た
。

マ
ル
ク
ス

主
義
経
済
学
や
哲
学
の
研
究
が
こ
れ
ほ
ど
^
ん 

で
あ
り
、
そ
の
文
献
が
、
ほ
と
ん
ど
細
大
拽
ら
さ
ず
邦
訳
さ
れ
て
い
る
に
も
か 

か
わ
ら
ず
、

マ
ル
ク
ス
の
こ
.の
面
で
の
活
動
は
、
そ
れ
ほ
ど
注
目
を
ひ
か
な
か 

っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

わ
た
く
し
は
い
ま
、
ひ
と
り
の
知
識
人
と
し
て
、

一
〇
〇
年
前
の
こ
の
国
際 

的
な
運
動
に
格
別
の
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
数
年
前
か
ら
激
化
し
た
ヴ
ヱ
ト
ナ 

ム
軟
争
は
、
い
ま
や
中
国
大
陸
に
さ
え
及
ぼ
う
と
し
て
い
る
。

一
方
こ
お
け
る 

ヴ
ヱ
ト
ナ
ム
戦
争
と
他
方
に
お
け
る
中
•
ソ
分
裂(

中
ソ
和
®'
於
な
ど
と
い
う
、

ご
ま
か
し
の
言
葉
を
使
川
し
て
は
な
ら
な
い
、
.そ
れ
は
本
質
を
見
失
わ
せ
る
こ
と
で

第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
S

ナ
ル
研
究
に
か
ん
す
る
最
近
め
動
向

し
か
な
V

)

.
 

_は
、
私
を
し
て
、
第
ー
.
.ィ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
.ル
.
の

こ

と

を

想

い

起 

さ
せ
ず
に
は
お
.か
な
い
。
中

•
ソ
の
論
争
か
ら
両
国
の
国
家
的
利
害
の
対
立
へ 

の
発
展
、，
そ
し
て
さ
ら
に
最
近
に
お
け
る
両
国
間
の
敵
対
的
行
動
に
至
る
経
過 

を

み

る

と

、

た

ん

に

ィ

デ

；オ

ア

ギ

ー

の

面

で

：の
；対

立

の

み

.な
ら
ず
、
そ
の
背
後 

に
は
民
族
問
題
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。

同
様
に
、

ヴH

ト
ナ
ム
戦
争
の
本
® 

は
、
帝
国
主
義
的
侵
略
戦
争
で
あ
り
、
'社
会
主
義
国
に
た
い
す
る
高
度
に
発
展 

し
た
独
占
資
本
主
義
国
の
攻
擊
で
あ
る
上
同
時
に
、
JE
E
迫
民
族
と
被
！

il

迫
民
族 

と
の
闘
い
で
も
^
る
。

第
一
ィ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
時
代
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
と
，エ
ン
ゲ
ル
ス 

■が
、
そ
の
た
め
に
闘
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
重
要
な
問
題
は
、
ま
さ
し
く
時
代
を 

超
え
て
、
現
在
も
な
お
、

未
解
決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
し
、
あ
る
意
味
で 

は
、
そ
の
根
は
深
く
、
そ
の
規
模
は
ょ
り
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い 

.だ
ろ
う
か
。
.
中

，
.ソ
の
.、：
い
ま
や
敵
対
的
な
関
係
と
し
か
呼
び
え
な
い
ょ
う
な 

現
在
の
深
刻
な
^
態
を
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
予
想
し
え
た
で
あ
ろ
う 

か
。
わ
た
く
し
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
第
一
ィ

ン

タ

ー

ナシ
ョ
ナ
ル
研
究
の 

重
要
性
を
想
う
と
同
畤
忆
、
わ
が
国
の
研
究
者
や
遝
動
家
の
間
に
、
こ
れ
に
あ

:ー
;0
三

c

e

s


